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１．計画の概要 

１．計画の概要 
１－１．計画の背景と目的 

益城町では、平成 28 年熊本地震（以下「熊本地震」という）からの復興に向け、第 6 次益城町総合計画

（以下「総合計画」という）に基づき、「住みたいまち、住み続けたいまち、次世代に継承したいまち」をまちの

将来像に据え、多様な人が輝き、高齢者も安心して暮らせる、復興の先のまちの発展に向けてまちづくりを

進めています。 

市街化区域である木山地区及び広安地区では、土地区画整理事業や県道 4 車線化事業、都市計画道路

整備事業などの都市計画事業が進められており、今後、町の環境は各地域拠点を中心に公共インフラや民

間施設、一般住宅等も含めてコンパクトな都市構造を目指して変化していきます。 

郊外部の飯野地区、福田地区、津森地区では町内の中でも高齢化率が高い状況であり、市街地部におい

ても高齢者人口は今後増加していくことが見込まれております。そのような中、交通面では主に自家用車

が利用されていますが、高齢者も安心して暮らしていくために、路線バスをはじめとする公共交通の充実

が喫緊の課題となっています。 

このように、よりにぎわいのある、利便性の高いまちへの発展を支え、町民の誰もが安心して暮らせる環

境を形成していくための新たな公共交通体系が求められています。 

そこで、本町では、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づき、益城町における地域

公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するために「益城町地域公共交通計画」を策定しま

す。 

 

１－２．対象区域 
本計画は、益城町全域を対象とします。 

これに加え、町内外を行き来する路線バス等も対象とし、

広域での移動についても考慮します。 

 
 
 
 
 
 

１－３．計画期間 
本計画の計画期間は、令和 3 年 4 月から令和 9 年 3 月の 6 年とします。 

 

 

 

 

■計画対象区域 

R7一部改訂 
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１．計画の概要 

１－４．計画の位置づけ 
本計画は、総合計画を上位計画として、まちのにぎわいづくりを支え、利便性の高い移動環境の形成を

推進していくための計画です。 

また、都市計画や中心市街地活性化、福祉などの本町の各分野の計画との調和・整合を取り、各種計画

の推進を交通の面から支援するものです。 

なお、本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定計画として策定します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■益城町地域公共交通計画の位置づけ ※R3 年度策定時資料 

各種計画等で描かれる本町の将来像を実

現するために、各種計画等においては、公

共交通に求める役割が位置づけられていま

す。今回、これらの公共交通に求められる

役割を果たすことを目的に益城町地域公共

交通計画を策定し、公共交通の維持・活性

化を図ることで、本町の将来像の実現に寄

与します。 

Point 
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２．まちづくりにおける公共交通の役割 

２．まちづくりにおける公共交通の役割 
熊本地震からの復興、さらには復興の先の本町の発展に向けたまちづくりが進められています。総合計

画をはじめ、各種計画での公共交通の役割は以下の通りです。 

 

 

 

 

将来都市構造を実現する、都市拠

点（木山地区）、地域拠点（惣領地

区）、複合防災拠点（現仮庁舎）、産官

学広域連携拠点（空港周辺）を結ぶ

骨格軸に対して、公共交通ネットワー

クとしても幹線軸としての位置づ

け、サービス確保が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な特産物（モノ）を有し、多様

な人（ヒト）が暮らし、活動（コト）を行

う町としての「ヒト・モノ・コトの集積

によるにぎわいの場」「本来の魅力を

とどめる場」として、持続可能なにぎ

わいを実現するための町内外を結ぶ

公共交通ネットワークが求められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

都市拠点、地域拠点、複合防災拠点、産官学広域連携拠点を結ぶ骨格

軸の形成 
機能１ 

都市拠点でのにぎわいづくりへの対応 機能２ 

 
資料︓益城町都市計画マスタープラン 

■将来都市構造図 

■益城町中心市街地活性化基本計画：事業概要イメージ 

 
資料︓益城町中心市街地活性化基本計画 
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２．まちづくりにおける公共交通の役割 

 

 

 

町道グランメッセ木山線の南側

で進められている新住宅エリア整

備事業及び都市計画道路益城東西

線、南北線、第二南北線の整備に合

わせて、増加する人口や新規出店

する商業施設等の需要に応じた公

共交通サービスが求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランメッセ熊本や阿蘇くまもと空

港の入場者・利用者を町内市街地に呼

び込み、にぎわい・商業活性化につなげ

るための公共交通サービスの確保が求

められます。 

熊本市街地までの近接性、高次交通

拠点の利便性、豊かな自然を強みとし

て、企業誘致やビジネスマンのコワーキ

ングスペース 1となる場所としての魅力

を高めるための公共交通サービスが求

められます。 

 

 

 

 

 

高齢者が運転免許を返納しても安心して暮らしていける環境を整えていくことが求められています。

そのために、人の移動を支える輸送サービスと合わせて、モノを運ぶサービスも両輪で検討を進めること

が必要です。 

 
1 コワーキングスペース：共同利用型の仕事環境を実現するために用いられる場所のこと。互いのアイデアや情報を交換し、仕事の質
を高めることが期待される。 

高齢者が安心して暮らせるまちへの対応 機能５ 

新住宅エリア整備への対応 機能３ 

来訪者の呼び込みを進めるための交通サービス 機能４ 

■市街地内の整備事業 

 
資料︓土地利用構想図（広安・木山地区） 

■都市拠点における「にぎわいづくり」の構造 

 
資料︓都市拠点におけるにぎわいづくりビジョン 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

３．地域特性及び地域公共交通の現状 
３－１．地域ポテンシャル 

本町は熊本市中心部から約 10km と近接しており、熊本都市計画区域に含まれるなど、熊本市との結び

つきが非常に強い地域です。そのため、通勤や通学、買い物、通院など、日常生活における都市間移動が頻

繁に行われています。また、北側に隣接する菊陽町、大津町、合志市には、以前から製造業の工場が立地し

ており、多くの町民がこれらの地域で働いています。近年では海外資本による製造業の立地も進み、この傾

向はさらに強まっています。 

加えて、町内には益城熊本空港インターチェンジや小池高山インターチェンジ、そして阿蘇くまもと空港が

所在しており、九州各県とのアクセス性が高いことに加え、関東や関西への移動においても高い利便性を

有しています。さらに、海外企業の立地を契機として台湾線をはじめとする国際便が増加しており、海外へ

のアクセスが容易になっているほか、海外からの来訪も増加しています。これにより、ビジネス目的だけで

なく、インバウンド観光客の利用も拡大しています。 

一方で、本町には阿蘇山系に広がる高原や田園地帯が存在し、豊かな自然環境の中で居住することが可

能です。政令指定都市である熊本市や、工場立地が進む菊陽町・大津町・合志市へのアクセス利便性を持ち、

さらに空港やインターチェンジを通じて九州全域と結ばれながら、自然豊かな環境の中で暮らすことがで

きるという、恵まれた居住環境を備えています。 

 

３－２．人口特性 
本町の人口は令和 7 年 3 月時点で 34,175 人となっており、全人口に占める 65 歳以上人口の比率

29.8%となっています。平成 28 年熊本地震を受け人口減少となった時期もありましたが、近年では再び

人口は増加傾向にあります。 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将来の見通しについては、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の推計では令和 7 年以降一貫

して減少していく見通しとなっていますが、益城町では復興事業の進展に伴う人口増加や近隣市町村にお

ける産業立地に伴う人口増加等も見込んだ「第 3 次益城町人口ビジョン」を令和 7 年 3 月に策定し、社人

資料︓経年人口／益城町住民基本台帳（各年度 3月末時点） 

■益城町の年人口の推移（及び 65 歳以上人口比率） 

R7一部改訂 

R7一部改訂 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

研推計に今後確実に実施が予定・計画されている事業による人口増加なども反映させた独自の人口推計

「38,000 人ビジョン」を定めるとともに、総合計画の目標人口としているところです。 

 

 

 
 

木山・広安地区の市街化区域内に人口が高密度に集積しています。DID（人口集中地区）面積・人口とも

徐々に拡大してきており、人口密度は 52.3 人/ha となっています。郊外部では国道・県道沿いに集積して

おり、沿道から離れたところにも居住がみられます。高齢者は市街化区域、津森地区田原、小谷、福田地区

福原、飯野地区赤井付近で特に多く居住しており、主に山間部において高齢化率が高い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の中心部から西側に高い
人口集積がみられる。 

大字田原や大字小谷、大
字福原の県道沿線で比較
的高い集積がみられる。 

町の中心部から西側に高

い人口集積がみられる。 
 

大字赤井で比較的高
い集積がみられる。 

■総人口の分布状況（500m メッシュ） ■高齢人口の分布状況（500m メッシュ） 

資料︓平成 27 年国勢調査 資料︓平成 27 年国勢調査 

■益城町の将来推計人口（想定人口、人口ビジョン） 

資料︓第 3次益城町人口ビジョン 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

３－３．施設立地状況 
町内には、広安地区、木山地区に商業施設や医療

施設、公共施設等が集積しています。 

特に、商業施設と医療施設は県道熊本高森線沿線

や県道益城菊陽線の沿線に集中しています。 

教育施設では、中学校が 2 校、小学校が 5 校立地

しており、町内に高校はありません。また、令和 5 年

4 月には阿蘇くまもと空港付近に東海大学の新キャ

ンパスが開校しました。 

公共施設については、木山交差点の北側に益城町

役場、木山交通広場、復興まちづくり支援センター

「にじいろ」、地域共生センター「カタル」等が、木山交

差点の南側に町民グラウンド、総合運動公園、交流情

報センター「ミナテラス」等が、惣領交差点付近に保健

福祉センター「はぴねす」等が立地しています。 

 

３－４．土地利用状況 
本町は、全域が熊本都市計画区域に属し、木山、広安地区の一部に市街化区域が設定されています。 

町内では、熊本地震からの震災復興事業が進んでおり、町の骨格軸でもある県道熊本高森線の 4 車線拡

幅整備や、市街地の縦軸を担う県道益城菊陽線の拡幅、国道 443 号の改良、新たな土地利用に合わせた

都市計画道路整備（横町線、益城東西線、南北線、第二南北線）が進捗しています。 

木山交差点周辺では、益城中央被災市街地復興土地区画整理事業が進められており、令和 7 年 4 月に

は、町の公共交通の中心拠点となる木山交通広場が供用開始されました。 

また、平成 28 年熊本地震からの生活の再建に向けた災害公営住宅が整備され、さらに町内各地におい

て、新しい住宅地の整備が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設立地状況 

資料︓益城町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（令和 5年 3月末現在） 

資料︓国土数値情報 

■復興事業 

R7一部改訂 

R7一部改訂 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

３－５．地域旅客運送サービス 
町内には、公共交通機関として、路線バス、木山広安地区循環バス（AI オンデマンドバス「のるーと UME

らいん」）、福田地区乗合タクシー、津森地区乗合タクシー、飯野地区乗合タクシー、益城・西原空港ライナー

が運行しています。 

路線バスは木山産交営業所を基点に主に熊本市街地・熊本駅方面への移動を担っています。また、御船

方面や西原・大津方面ともつながっています。 

AI オンデマンドバス「のるーと UME らいん」や福田・津森・飯野地区乗合タクシーは、町内において路線

バスが使いづらい地域において、路線バスが運行している停留所等への移動の接続を担っています。また、

益城・西原空港ライナーは、他の公共交通と同様に路線バスへの接続を図る役割を担いつつ、阿蘇くまもと

空港や東海大学等と益城町内を結ぶ役割も担っています。 

その他、広域交通を担う高速バス・特急バスや航空旅客サービス、阿蘇くまもと空港向けのリムジンバス、

個別の移動ニーズに対応するタクシーや広安西小学校スクールバス、NPO 法人の移動支援サービスなど、

多様な旅客運送サービスが運行されています。 

 

１） 路線バス 

町内には、10 路線 16 系統の路線バスが

運行しており、木山産交営業所から熊本市

街地方面への系統が多数運行しています。 

町内の路線は一部の路線を除いて赤字運

行となっており、行政からの補填を受けて

運行しています。その中でも御船系統や西

原・大津系統は、他の路線に比べて、町の負

担額に対する利用者数が少なくなっていま

す。 

 

 

 

 

 
系統 運行回数 輸送量 町負担 

木山産交～熊本市街地系統（9系統） 68.7 便/日 595.6 人/日 16,319 千円/年 
木山産交～御船系統（1系統） 7.7 便/日 3.8 人/日 12,571 千円/年 
木山産交～西原・大津系統（2系統） 4.4 便/日 1.9 人/日 8,077 千円/年 
御船～飯野～熊本市街地（1系統） 6.7 便/日 18.0 人/日 2,589 千円/年 
木山・広安循環系統（1系統） 14.8 便/日 1.4 人/日 10,240 千円/年 
空港～熊本駅系統（2系統） 1.4 便/日 11.8 人/日 382 千円/年 

 
 

■路線バス 路線図及び区間別運行頻度（平日） 

■路線バス 系統別運行回数・輸送量・行政負担額 

資料︓運行回数は九州産交バス、産交バス時刻表、輸送量・町負担は令和 6年度実績値 

資料︓九州産交バス、産交バス時刻表 ※令和 3年度策定時資料 

R7 一部改訂 
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木山産交～熊本市街地系統では、

町内は広安小学校入口～安永区間

（上野添バス停を含む）や木山下町～

寺迫区間（木山上町バス停を含む）で

の利用が多く、熊本市内の健軍付近

や水前寺公園付近、水道町付近、熊

本市役所付近、桜町バスターミナル

付近によく利用されています。 

 
 
 
 

 

木山産交～御船系統は、益城町内と御船

町内間の移動に利用されているものの、そ

の利用者数は少なくなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木山産交～西原・大津系統は、益城町内での利用は少なくなっていますが、西原村や大津町内で利用さ

れています。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

■路線バス：小島産交～健軍四ツ角～熊本市街地の OD 表 
小
島
産
交

(

楢
崎
中

間

)

～

上
高
野
辺
田

田
崎
市
場
前
～

田
崎
橋

熊
本
駅
前
～

河
原
町

桜
町
B
T

市
役
所
前

水
道
町

九
品
寺
交
差
点
～

味
噌

天
神

水
前
寺
駅
通
り

(

国
府

)

水
前
寺
公
園
前
～

錦
ヶ

丘
住
宅
前
 

(

東
町

)

健
軍
四

ッ
角

秋
津
入
口
～

小
楠
公
園
前

広
崎

古
閑
入
口

(

福
富

)

中
惣
領

(

惣
領

)

広
安
小
学
校
入
口

(

上
野
添

)

安
永

(

上
安
永

)

木
山
下
町

(
木
山
上
町

)

寺
迫

(
木
山
産
交

)

降
車
　
計

小島産交(楢崎中間)～上高野辺田 1,460 1,161 2,379 229 1,117 299 44 160 27 64 3 1 1 6 6,951

田崎市場前～田崎橋 1,468 440 811 120 463 57 32 343 211 88 37 1 7 4 3 4,085

熊本駅前～河原町 1,157 821 2 1,403 245 791 70 58 371 73 33 3 7 3 9 17 9 4 5,076

桜町BT 1,759 756 942 2 34 266 226 125 618 121 220 18 23 31 13 15 31 14 5,214

市役所前 453 152 200 70 12 751 537 1,482 257 485 58 48 48 128 82 94 21 4,878

水道町 891 379 358 218 29 212 273 722 63 209 22 16 13 50 13 55 6 3,529

九品寺交差点～味噌天神 205 68 58 183 520 88 88 621 84 179 19 8 52 37 3 154 23 2,390

水前寺駅通り (国府) 54 64 42 130 593 156 94 9 835 48 161 8 54 11 27 47 94 16 2,443
水前寺公園前～錦ヶ丘住宅前 (東町) 133 515 223 705 1,556 338 607 650 673 689 122 25 29 144 104 62 6,575

健軍四ッ角 9 123 41 136 284 43 56 51 512 6,1 580 65 89 48 138 28 57 33 2,300

秋津入口～小楠公園前 41 31 24 147 523 76 198 132 484 74 58 67 70 56 27 80 47 2,135

広崎 33 8 22 91 38 32 21 100 16 40 1 1 34 9 2 5 453

古閑入口 (福富) 9 32 55 16 26 46 41 9 57 2 1 18 5 13 1 331

中惣領 (惣領) 3 16 16 59 42 37 31 18 69 4 5 5 2 15 1 323

広安小学校入口 (上野添) 2 15 51 134 32 64 81 100 72 150 18 27 7 14,16 24 42 20 869

安永 (上安永) 27 24 57 1 18 15 30 8 39 12 8 5 24 2 1 2 273

木山下町 (木山上町) 12 4 56 100 9 127 47 56 39 140 14 15 12 79 7 17 734

寺迫 (木山産交) 12 7 26 25 1 23 26 56 19 35 2 1 1 15 4 5 258

乗車　計 6,182 4,419 3,577 6,411 4,654 3,447 2,902 2,272 6,562 1,819 3,238 462 398 339 808 389 719 219 48,817

降車

乗車

※R2.7～9 月調査（上り︓70 回、下り︓90 回） 
資料︓産交バス提供データ ※令和 3 年度策定時資料 

資料︓九州産交バス提供データ ※令和 3年度策定時データ 

■木山産交～御船系統のバス停別１便あたり乗降者数 

※R2.7～9 月調査（上り︓184 回、下り︓155 回） 
資料︓産交バス提供データ ※令和 3 年度策定時資料 

■木山産交～西原・大津系統のバス停別１便あたり乗降者数 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

２） 木山広安地区 AI オンデマンドバス「のるーと UME らいん」 

木山・広安地区では、予約に合わせて AI が最適

なルートを計算して走る「のるーと UME らいん」

を運行しています。 

令和 6 年 10 月の実証運行開始から令和 7 年

6月までの利用者数は5,109人となっています。

特に役場や体育館、はぴねす等の公共施設の利用

や、買い物施設での利用が多く見られます。また、

路線バスへの乗り継ぎにも利用されています。 

 

 

３） 福田地区乗合タクシー 

福田地区では、福田地域内と木山地区・広安地

区内の指定停留所を結ぶ、デマンド型乗合タクシ

ーを運行しています。 

令和 6 年度の利用者数は 955 人となってお

り、令和元年度の125人/年から増加しています。

主に福田地区からの買い物目的で多く利用され

ています。 

 

 

４） 津森地区乗合タクシー 

津森地区では、津森地域内と木山地区・広安地

区内の指定停留所を結ぶ、デマンド型乗合タクシ

ーを運行しています。 

令和 6 年度の利用者数は 675 人となっていま

す。主に津森地区からの買い物目的で多く利用さ

れています。 

 

 

５） 飯野地区乗合タクシー 

飯野地区では、飯野地域内と木山地区・広安地

区内の指定停留所を結ぶ、デマンド型乗合タクシ

ーを運行しています。 

令和 7 年 4 月～6 月の利用者数は 58 人となっ

ており、主に飯野地区からの買い物目的で多く利用

されています。 

 

 

運行日 
月曜日～土曜日 
（日曜祝日・12月30日～1月3日は運休） 

運行地区 
木山・広安地区（一部、熊本市を含む） 
乗降箇所数：133箇所 

使用車両 ワンボックス車両（乗客定員8名） 

運行会社 熊交観光タクシー（株） 

運行開始 
令和6年10月（実証運行開始） 
令和7年10月（本格運行開始） 

運行日 
月曜日～土曜日 
（日曜祝日・12月29日～1月3日は運休） 

運行地区 
福田地区の利用対象地域 

～木山広安地区14箇所の指定停留場所間 

使用車両 セダン型タクシー 

運行会社 
（有）光洋タクシー 
熊交観光タクシー（株） 

運行日 
月曜日～土曜日 
（日曜祝日・12月29日～1月3日は運休） 

運行地区 
津森地区の利用対象地域 
～木山広安地区14箇所の指定停留場所間 

使用車両 セダン型タクシー 

運行会社 
（有）光洋タクシー 
熊交観光タクシー（株） 

運行開始 
令和4年11月（実証運行開始） 
令和5年4月（本格運行開始） 

運行日 
月曜日～土曜日 

（日曜祝日・12月29日～1月3日は運休） 

運行地区 
福田地区の利用対象地域 
～木山広安地区16箇所の指定停留場所間 

使用車両 セダン型タクシー 

運行会社 （有）光洋タクシー 

運行開始 
令和7年4月（実証運行開始） 

令和7年10月（本格運行開始） 

■「のるーと UME らいん」の概要 

■福田地区乗合タクシーの概要 

■津森地区乗合タクシーの概要 

■飯野地区乗合タクシーの概要 



 

11 

３．地域特性及び地域公共交通の現状 

６） 益城・西原空港ライナー（令和７年度実証運行） 

令和 7 年 10 月 1 日より、益城町の木山交通広

場から阿蘇くまもと空港・テクノリサーチパーク・

東海大学阿蘇くまもと臨空キャンパスを経由して

西原村総合体育館までを結ぶ「益城・西原空港ラ

イナー」の実証運行を行っています。 

朝と夕方の時間帯は定時制バスとして、昼の時

間帯は AI オンデマンドバスとして運行しており、

通勤・通学での利用や、空港との行き来での利用

を見込んでいます。 

 

７） 公共交通不便地域 

バスの利用環境として、バス停からの距離

を見てみると、令和 3 年度（本計画策定時）に

は、一般的な徒歩で歩ける距離である 500m

以上離れている地域公共交通不便地域が、津

森地域や飯野地域に見られました。また、特に

小峯地区など、人口集積が高い市街地におい

ても、令和 3 年度時点では公共交通不便地域

が見られました。 

この状況については、津森地区乗合タクシ

ー（令和 4 年 11 月～）や「のるーと UME ら

いん」（令和 6 年 10 月～）、飯野地区乗合タク

シー（令和 7 年 4 月～）の運行開始によって

解消されていると考えられます。 

 

８） 町内各地域から木山交差点までの公共交通利用時の所要時間（アクセシビリティ評価） 

町内各地から町中心部（木山交差点）までの公

共交通での所要時間を評価したところ、令和 3

年度（本計画策定時）には、県道熊本高森線沿線

からは概ね 20 分以内で到着するものの、県道

から外れると 30 分以上かかる地域も存在しま

した。この状況については、「のるーとUMEらい

ん」の運行開始によって、大きく改善されている

と考えられます。 

また、津森地区・福田地区・飯野地区では 60

分以上かかる地域が多く見られましたが、各地

区乗合タクシーの新規運行開始や運行改善によ

って、こちらも改善の方向に向かっていると考え

られます。 

運行日 
月曜日～土曜日 
（日曜祝日・12月30日～1月3日は運休） 

運行地区 

木山交通広場～テクノリサーチパーク～阿蘇く
まもと空港～東海大学阿蘇くまもと臨空キャン

パス～西原村総合体育館 
乗降箇所数：33箇所 

使用車両 ワンボックス車両（乗客定員8名） 

運行会社 熊交観光タクシー（株） 

運行開始 令和7年10月（実証運行開始） 

■町内各地域から木山交差点までの公共交通利用時の所要時間 

  ※R3 年度策定時資料 

■公共交通不便地域分布図 ※R3 年度策定時資料 

津森地域、飯野地域には、バス
停まで距離がある集落がある。 

小峯地区は公共交通空白 
地域に該当する人が多い。 

市街地においても、公共
交通空白地域となって 
いる地域がある。 

■益城・西原空港ライナーの概要（実証運行） 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

 

９） その他の交通 

町内にはタクシー会社 2 社の他、福祉タクシー会社や個人タクシー事業者も運営しています。 

広域交通を担う旅客サービスとしては、高速バス・特急バスや航空旅客サービス、阿蘇くまもと空港向け

のリムジンバスが運航されています。 

また、町内施設を利用するための交通サービスとして、広安西小学校による小峯地区の児童を対象とし

たスクールバスの運行や、町内の医療施設による送迎サービス等があります。 

さらに、津森地区では、ボランティアによる木山・広安地区までの無料送迎サービス「おでかけ支援」が定

期的に実施されています。 

加えて、熊本連携中枢都市圏の取り組みの一環として実施している福祉有償運送が、本町においても運

行されています。 

 

１０） 熊本県・熊本市の動向 

熊本県は、令和 7 年度に「熊本都市圏都市交

通マスタープラン」の策定を進めています。 

マスタープランにおいては、熊本都市圏公共

交通ネットワークの将来像の考え方として、「中

心市街地と拠点を結ぶ交通需要の多い軸には、

輸送力の高い鉄軌道や幹線バスなどにより、骨

格的な連携軸を構築する」、「基幹公共交通軸上

の拠点には、郊外部からアクセスするフィーダー

バスや地域コミュニティ交通を接続させ、熊本都

市圏全体に公共交通サービスが行き届く多核連

携公共交通網を形成する」と記載されており、そ

の考え方に沿って、熊本市中心部から益城町

（惣領地区、役場周辺地区）から西原村役場周辺

地区まで、幹線バス・連接バス等による公共交

通ネットワークが維持されるべきと整理される

と共に、熊本市電の延伸等、鉄軌道の新設によ

る都市交通機能の強化も提案されています。 

また、阿蘇くまもと空港へのアクセスについて

は、豊肥本線（肥後大津駅）から空港へのアクセ

ス鉄道の計画が具体的に進められています。 

 

 

 

 

■熊本都市圏公共交通ネットワークの将来像 

（「熊本都市圏都市交通マスタープラン」（素案）より） 

資料︓「熊本都市圏都市交通マスタープラン（素案）」 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

３－６．町民の移動特性・公共交通に対する意向 
本節では、令和 2 年度町民アンケート調査結果等を基に、町民の移動特性を整理しました。 

 
１） 高校生 

町内の 15～19 歳の人口は、約 1,600 人となっており、

町内全域に居住しています。町内に高校がないため周辺市町

に通学していますが、熊本市が顕著に多くなっています。 

通学手段は、自転車が最も多く、家族等の送迎や路線バス

も利用されています。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大前後で、通学行動は特に

変わっていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段の生活では、バスはほとんど利用されておらず、利用

するという人も月に数回や年に数回程度と低頻度となって

います。利用しない理由には「利用したい目的地に行くバス

がない」や「運賃が高い」との回答が多く上がっています。 

バスサービスへの満足度とバスを利用する上での重要度

についての評価は、「運賃」や「運行本数」の満足度が低く、

重要度が高い結果となっています。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

この画像は表示できません。

■高校生のバスを利用しない理由 ■高校生のバスサービスに対する満足度と重要度 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓益城町住民基本台帳 

■15～19 歳の人口推移 

■15～19 歳の人口分布 ■15～19 歳の通学流動 ■高校生の通学手段 

資料︓平成 27 年国勢調査 資料︓平成 27 年国勢調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■高校生のバスの利用頻度 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

R7 一部改訂 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

今後必要だと思う公共交通サービスについては、「町内中心部～熊本市街地までのサービス」や「益城町

と嘉島町を結ぶサービス」が特に求められています。 

また、公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組みについては、「バス停の待合環境（ベンチ・屋根）の

整備」や「バス停付近への駐車場・駐輪場の設置」が多く挙げられています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共交通に対する行政の取り組み方についての考えは、「行政の財政負担が増加してでも、公共交通の

利便性を高めていくべき」「公共交通も財政負担も、現在の状態をできるだけ維持していくべき」「利用の少

ない路線の縮小など、財政負担を減らす取組を進めていくべき」に意見が分かれています。 

また、町民の取り組み方については、「積極的に公共交通を利用する」が最も多く、次いで「公共交通のサ

ービス改善の検討に参加する」となっています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■必要だと思う公共交通サービス：高校生 ■公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組み：高校生 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■公共交通に対する行政の取り組み方：高校生 ■公共交通に対する町民の取り組み方：高校生 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

２） 高齢者 

高齢者の買い物頻度は、週に 1～2 日程度が最も多く、コロナ前よりも外出行動が減っている人も見ら

れます。また、通院は月に数回程度が最も多く外出頻度は多くありません。 

買い物時、通院時においても、移動手段はほぼ自家用車（自分で運転）が利用されています。 

なお、宅配サービスや電話・オンラインでの診療を利用している人は僅かです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

普段の生活で、バスはほとんど利用されていません。利用

しない理由には「自宅の近くにバス停がない」が最も多く回答

されています。 

バスサービスへの満足度とバスを利用する上での重要度に

ついての評価は、「停留所・待合所の環境」や「運賃」、「運行本

数」の満足度が低く、重要度が高い結果となっています。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

福田地区乗合タクシーや木山・広安循環線の認知状況について、「知っている」人は 25％程度と低い水

準になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者のバスを利用しない理由 ■高齢者のバスサービスに対する満足度と重要度 

■高齢者の買い物頻度 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■高齢者のバスの利用頻度 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■高齢者の通院頻度 ■高齢者の買い物時の移動手段 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■福田地区乗合タクシーの認知状況：高齢者 ■木山・広安循環線の認知状況：高齢者 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

普段の生活における、スマートフ

ォンの利用状況については、約半数

の方が「持っている」と回答していま

す。さらに、バスきたくまさん※の認

知状況については、「知っている」人

は約1割と低い水準となっています。 

 

 

 

 

今後必要だと思う公共交通サービスについては、「高齢者や不便地域へのサービスや支援」や「津森、福

田、飯野から中心部までのサービス」への回答が多くなっています。 

また、公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組みについては、「自動車運転免許返納者への割引制

度の導入」や「公共交通マップの配布」が多く挙げられています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共交通に対する行政の取り組み方についての考えは、「行政の財政負担が増加してでも、公共交通の

利便性を高めていくべき」「公共交通も財政負担も、現在の状態をできるだけ維持していくべき」「利用の少

ない路線の縮小など、財政負担を減らす取組を進めていくべき」に意見が分かれています。 

また、町民の取り組み方については、「積極的に公共交通を利用する」が最も多く回答されています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

■必要だと思う公共交通サービス：高齢者 ■公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組み：高齢者 

■公共交通に対する行政の取り組み方：高齢者 ■公共交通に対する町民の取り組み方：高齢者 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■スマートフォンの保有状況：高齢者 ■バスきたくまさんの認知状況：高齢者 

 

※『バスきたくまさん』 

熊本県内で運行しているバスのリアルタイム情

報をスマートフォン・パソコンなどから閲覧で

きるサービス。 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

３） 通勤者 

町内の 20～64 歳の人口は、減少傾向にあり、令和元年度

時点で約 1 万 7 千人となっています。通勤先は、熊本市が最

も多く、次に町内となっています。その他、周辺市町村にも通

勤しています。通勤手段は、専ら自家用車となっています。 

リモートワークを実施している人は僅かであり、通勤頻度が

減っている人が若干確認されますが、新型コロナウイルス感

染拡大前後で、通勤行動は特に変わっていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段の生活においても、バスはほとんど利用されていま

せん。利用しない理由には「自宅近くにバス停がない」とい

ったルートに関する事項が多く挙げられています。 

バスサービスへの満足度とバスを利用する上での重要度

についての評価は、「運行本数」や「運行時間帯」、「停留所・

待合所の環境」の満足度が低く、重要度が高い結果となって

います。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

今後必要だと思う公共交通サービスについては、「高齢者や不便地域へのサービスや支援」や「津森、福

田、飯野から中心部までのサービス」「町内中心部～熊本市街地までのサービス」への回答が多くなってい

ます。 

また、公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組みについては、「自動車運転免許返納者への割引制

度の導入」や「公共交通マップの配布」、「バス停付近への駐車場・駐輪場の設置」が多く挙げられています。 

この画像は表示できません。

■通勤者のバスを利用しない理由 ■通勤者のバスサービスに対する満足度と重要度 

20～64歳人口（H27国勢調査）
1-20人未満

20-50人未満
50-100人未満

100-200人未満
200人以上

資料︓益城町住民基本台帳 

■20～64 歳の人口分布 ■通勤流動 

■20～64 歳の人口推移 

資料︓平成 27 年国勢調査 資料︓平成 27 年国勢調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■通勤時の移動手段 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■通勤者のバスの利用頻度 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共交通に対する行政の取り組み方についての考えは、「行政の財政負担が増加してでも、公共交通の

利便性を高めていくべき」「公共交通も財政負担も、現在の状態をできるだけ維持していくべき」「利用の少

ない路線の縮小など、財政負担を減らす取組を進めていくべき」に意見が分かれています。 

また、町民の取り組み方については、「積極的に公共交通を利用する」が最も多く、次いで「公共交通のサ

ービス改善の検討に参加する」となっています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■必要だと思う公共交通サービス：通勤者 

■公共交通に対する行政の取り組み方：通勤者 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■公共交通に対する町民の取り組み方：通勤者 

■公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組み：通勤者 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

４） 20～64 歳の買い物・通院移動特性 

20～64 歳の町民の買い物頻度は、週に 1～2 日程度が最も多く、コロナ前よりも外出行動が減ってい

る人もいます。また、通院は年に数回程度や月に数回程度が多く、外出頻度は多くありません。 

買い物時、通院時においても、移動手段はほぼ自家用車（自分で運転）を利用しています。 

なお、宅配サービスについては、「月に数回程度」以上が約 4 割となっており、買い物を移動ではなく宅

配などの物流で済ませています。一方で、電話・オンラインでの診療の利用者はほとんどいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買い物や通院での外出時に、バスはほとんど利用されてい

ません。利用しない理由には「自宅の近くにバス停がない」と

いったルートに関する事項や「利用したい時間に運行してい

ない」というダイヤに関する事項が多く挙げられています。 

バスサービスへの満足度とバスを利用する上での重要度

についての評価は、「運行本数」や「停留所・待合所の環境」、

「運行時間帯」の満足度が低く、重要度が高い結果となってい

ます。 

 

 

 

 

 
 
 
 

■20～64 歳の買い物・通院時のバスの利用頻度 

■20～64 歳の買い物・通院時にバスを利用しない理

 

■20～64 歳の買い物・通院時のバスサービスに対する満足度と重要度 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■20～64 歳の買い物頻度 ■20～64 歳の通院頻度 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

■宅配サービスの利用頻度 ■20～64 歳の買い物時の移動手段 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

今後必要だと思う公共交通サービスについては、「高齢者や不便地域へのサービスや支援」や「津森、福

田、飯野から中心部までのサービス」「町内中心部～熊本市街地までのサービス」への回答が多くなってい

ます。 

また、公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組みについては、「自動車運転免許返納者への割引制

度の導入」や「公共交通マップの配布」、「バス停付近への駐車場・駐輪場の設置」が多く挙げられています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共交通に対する行政の取り組み方についての考えは、「行政の財政負担が増加してでも、公共交通の

利便性を高めていくべき」「公共交通も財政負担も、現在の状態をできるだけ維持していくべき」「利用の少

ない路線の縮小など、財政負担を減らす取組を進めていくべき」に意見が分かれています。 

また、町民の取り組み方については、「積極的に公共交通を利用する」が最も多く回答されています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■公共交通に対する行政の取り組み方：20～64 歳 ■公共交通に対する町民の取り組み方：20～64 歳 

■必要だと思う公共交通サービス：20～64 歳 ■公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組み：20～64 歳 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 

資料︓令和 2年度町民アンケート調査 資料︓令和 2年度町民アンケート調査 
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３．地域特性及び地域公共交通の現状 

５） 【令和７年度一部改訂時補足】公共交通サービス充実に伴う意向の変化について 

令和２年に実施したアンケートでは、バスを利用しない理由として、「自宅の近くにバス停がない」、「利用

したい時間に運行していない」といった理由が挙げられています。また、バスサービスに関する重要度・満

足度の調査においては、「停留所・待合所の環境」、「運賃」、「運行本数」、「運行時間帯」といった点において、

重要度が高い一方で、満足度が低い結果となっていました。 

さらに、今後必要だと思う公共交通サービスとして、「高齢者や不便地域へのサービスや支援」や「津森、

福田、飯野から中心部までのサービス」、「町内中心部～熊本市街地までのサービス」が挙げられており、利

用促進に向けては、「バス停の待合環境（ベンチ・屋根）の整備」や「バス停付近への駐車場・駐輪場の設置」、

「自動車運転免許返納者への割引制度の導入」や「公共交通マップの配布」等が有効という意見が挙げられ

ていました。 

上記でいただいたご意見のうち、特に、「自宅の近くにバス停がない」「利用したい時間に運行していない」

といったバスを利用しない理由や、「運賃」「運行本数」といった低い満足度に関するご意見への対応に関し

ては、木山広安循環バスで導入している AI オンデマンドシステムが有効に寄与することも考えられます。 

また、「停留所・待合所の環境」という低い満足度に関するご意見や、利用促進に向けた「バス停の待合環

境（ベンチ・屋根）の整備」というご意見に関しては、現在、県道熊本高森線沿線のバス停で進めているバス

停の高質化で対応できる部分もあると考えられます。 

さらに、「高齢者や不便地域へのサービスや支援」や「津森、福田、飯野から中心部までのサービス」といっ

た今後必要なサービスに関するご意見については、福田・津森・飯野の全地区において乗合タクシーサービ

スの運行を開始したことで、対応可能な部分も広がっていると考えられます。 

もちろん、上記の取組によって全てのご意見・ご要望に対応できているわけではありませんが、交通ネッ

トワークの物理的な充実が進む中、皆さんからのご意見が、より、公共交通サービスの質の部分にシフトし

ている可能性があると考えられます。この点について、次期交通計画の策定にあたって、改めてアンケート

調査等の手法にて確認を進めていきたいと考えています。 
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４．地域公共交通の問題点・課題 

４．地域公共交通の問題点・課題 
本章では、3 章で整理した本町の地域特性や公共交通の現状を基に、地域公共交通の問題点を示し、課

題を整理しています。 

 

４－１．地域公共交通の問題点 
 

 

 

高齢者人口が増加傾向にある中、外出時の移動手段は自家用車が 90％以上を占めるなど自家用車

の依存度は高い状況にあります。 

津森地区、飯野地区では、バス停までの距離が離れている、あるいは坂があるなど、地形上バス停まで

移動しにくい、運行本数が少ないなど、公共交通が利用しづらい環境にあります。 

福田地区では乗合タクシーの利用が少なく、ニーズに応じた見直しが求められています。 

広安地区、木山地区においても、路線バスの運行頻度が高く、医療・福祉・子育て支援・商業・行政とい

った都市機能が立地している県道熊本高森線沿線まで移動するための、南北方向及び住宅エリア北部の

東西方向の公共交通サービスが不足している状況にあります。 

町民アンケートでも、必要な公共交通サービスとして「高齢者や公共交通が不便な地域の方への交通

サービスや移動支援の充実」が第 1 位に挙げられ、効果的な取り組みとして「自動車運転免許返納者への

割引制度の導入」が最も要望されています。 
 

 

 

 

日常生活に必要となる医療・福祉・子育て支援・商業・行政といった都市機能は、県道熊本高森線や県

道益城菊陽線の沿線に立地しているものの、津森地区、飯野地区からバスで移動する場合には乗継が生

じるといった不便さがあります。 

町民アンケートでは、必要な公共交通サービスについて「津森地域、福田地域、飯野地域から中心部（木

山、惣領）までの交通サービス」の回答が津森地区、福田地区、飯野地区で高くなっています。 

 

 

 

 

県道熊本高森線を運行する路線バスは高頻度（4～5便/h）に運行しており、東西方向の利便性は高い

ものの、中心市街地への移動に対しては木山・広安循環線が運行してはいますが、住宅エリア内のルート

がないことや便数の少なさなどから利用は少なく、移動の自由度が低い状況にあります。 

 

津森地区、福田地区、飯野地区から市街地までの公共交通サービス

の不足 

問題点

２ 

市街地内の公共交通での移動の自由度が低い 

高齢者の移動手段サービスの不足 
問題点

１ 

問題点

３ 

R7一部改訂 
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４．地域公共交通の問題点・課題 

 

 

 

町民グラウンド、総合運動公園、図書館、交流情報センターミナテラス付近まで木山交差点から 1km

弱あります。木山御船線が運行するものの、運行本数が少ない状況にあります。 

小峯地区や櫛島地区は公共交通の運行がなく、役場（仮設庁舎）に移動できる手段が不足しています。 

各地区の公民館分館までの移動も徒歩・自転車以外は自家用車に頼らざるを得ない状況となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バスが利用しづらい環境 
・バス停までの距離がある 
・坂があってバス停まで行きづらい 
・運行本数が少ない 

木山・惣領の市街地には乗
継が必要 

津森地区 

バスが利用しづらい環境 
・坂があってバス停まで行きづらい 
・運行本数が少ない 

木山・惣領の市街地には乗
継が必要 

飯野地区 

バスが利用しづらい環境 
・バス停までの距離がある 
・運行本数が少ない 

飯野地区（西部） 

公的施設までの公共交通サービスが不十分 
問題点

４ 

乗合タクシーの利用が低迷 

福田地区 

県道熊本高森線までの
南北の移動がしづらい 
木山・広安循環線の利
用が低迷 

広安・木山地区 
（住宅市街地） 

交流情報センターミナテラス 

町民グラウンド 

木山交差点南側の公的施設へのアクセス 
小峯地区から役場までのアクセス 
櫛島地区から役場までのアクセス 
各地区の公民館分館までのアクセス 

公的施設までのアクセス 

■問題点１～４ 

商業施設 
医療施設 
教育施設 
役場・集会所 
福祉施設 

総合運動公園 
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４．地域公共交通の問題点・課題 

 

 

 

路線バスの町民の利用状況は、時々利用まで含めて 19.6％ありますが、日常的利用は 3.2%と僅か

です。さらに、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛等の影響による利用減少も生じています。 

木山産交～御船系統の輸送量は 3.8 人/日、木山産交～西原・大津系統は 2.4 人/日となっており、そ

れぞれ町の財政負担額は年間 870 万円、630 万円となっています。 

また、木山・広安循環線においても利用が低迷していて、さらに町民の認知度も低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田地区乗合タクシーは、年

間利用者 125 人と利用が僅か

で、出動率は 0.31 と低くなっ

ています。一方で、「高齢者や公

共交通が不便な地域の方への

交通サービスや移動支援の充

実」や「津森地域、福田地域、飯

野地域から中心部（木山、惣領）

までの交通サービス」などの要

望は強く、運行サービスや利用

方法等の見直しが求められて

います。 

 

 

7.7 

11.5 

10.3 

11.1 

45.6 

12.2 

15.9 

10.1 

26.8 

28.3 

9.6 

0 20 40 60

その他

無回答

現状のままで問題ない

路線やダイヤなどの見直しが柔軟な自治会などで運営す

る住民主体の交通サービス

高齢者や公共交通が不便な地域の方への交通サービス

や移動支援の充実

益城町と大津町、菊陽町方面を結ぶ交通サービスの充実

益城町と嘉島町を結ぶ交通サービスの充実

益城町と御船町を結ぶ交通サービスの充実

町内中心部（木山～惣領）と熊本市街地までの交通サー

ビスの充実

津森地域、福田地域、飯野地域から中心部（木山、惣領）

までの交通サービス

町内中心部（木山～惣領）を循環するバスなどの交通

サービス

（％）

n=1,606

利用が低迷するバス路線の持続可能性の懸念 
問題点

５ 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0 50 100 150 200 250 300

町
負
担
額
（
千
円
/年
）

輸送量（人/日）

平均：96.0人/日

平均：11,866千円/年

K3-3健軍四ツ角経由

L6-3健軍電停経由
K4-3佐土原経由

御船系統

西原・大津系統

御船～飯野～
熊本市街地系統

乗合タクシーの低い普及率 
問題点

６ 

1.5%
1.7%

4.4%

12.0%

71.1%

9.3%

週3日以上 週に1～2日程度
月に1～2回程度 年に数回程度
利用なし 無回答

n=1,606

■路線バスの利用頻度：町民アンケート 

「年に数回程度」 
まで含めて 19.6％ 

「週に 1～2日
程度」以上だと
3.2％ 

 

 

 

 

 

 

 

29.8 

 

 

 

 

 

 

 

42.7 

 

 

 

 

 

 

 

27.6 
全体

（Ｎ＝1606）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（データラベルは％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っている 知らない 無回答

■木山・広安循環線の認知状況：町民アンケート 

■益城町における今後必要なサービス：町民アンケート 

■路線バスの利用状況と町の財政負担 
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４．地域公共交通の問題点・課題 

 

 

 

県道熊本高森線は路線バスが高頻度に運行しているものの、住宅エリアからバス停までの移動手段

（ラストワンマイル）が乏しい状況です。 

古閑入口バス停では利用者のものと思われる自転車が駐輪されており、自転車でバス停まで移動して

いる状況があるものの、現状は路上駐輪となっています。また、木山産交営業所では自家用車の送迎が

多くみられます。 

町民アンケートでは、「バス停付近への駐車場・駐輪場の設置」や「バス停の待合環境（ベンチ・屋根）の

整備」などを求める意見が多くみられ、安心、便利に公共交通が利用しやすい環境が求められます。 

バスの運行情報提供サービス

はバス事業者を中心に充実して

きているところですが、バスのリ

アルタイム情報提供サービス「バ

スきたくまさん」の認知度は14％

とまだまだ低い水準であり、今後

もサービスの周知を強化していく

ことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

【令和７年度一部改訂時補足】 

本計画策定にあたっては、本節において益城町の公共交通における問題点を 7 つに大別して整理を

行いましたが、計画策定以降の公共交通ネットワークの整備（福田地区乗合タクシーの運用改善、津森・飯

野地区乗合タクシーの運行開始、「のるーと UME らいん」の運行開始、益城・西原空港ライナーの運行開

始等）を通じて、問題点 1～4 及び 6 については改善の方向に進んでいます。 

ただ、問題点 7 にも記載しているように、公共交通ネットワークの整備状況に対する認知向上や、「実

際に利用してみる」際のハードルを下げる取組の実施については、未だ課題として残っています。その結

果として、問題点 5 や 6 に記載しているように、公共交通の利用状況はまだ十分とは言えない状況が続

いていると認識しています。 

今後は、「公共交通の利用低迷」という問題点に強く意識を向けながら、特に、問題点 5～7 の解決に

向けた取組を進めていく必要があると考えています。 

 

 

利用環境の不足・サービスの周知不足 
問題点

７ 

7.5 

12.9 

2.0 

28.5 

49.1 

10.8 

33.0 

30.7 

40.7 

0 20 40 60

その他

無回答

公共交通に関する地域懇談会やバスの乗り方教室等の開

催

商業施設などと連携した割引チケットなどの発行

自動車運転免許返納者への割引制度の導入

バス車両のバリアフリー化

バス停付近への駐車場・駐輪場の設置

バス停の待合環境（ベンチ・屋根）の整備

路線バスや乗合タクシーなどのルートや時刻表などを掲載

した公共交通マップの配布

（％）

n=1,606

■公共交通の利用促進に向けた効果的な取り組み：町民アンケート 
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４．地域公共交通の問題点・課題 

４－２．地域公共交通の課題 
地域公共交通の問題点を踏まえ、本町における地域公共交通の課題を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【令和７年度一部改訂時補足】 

4－1 での補足記載と同様、今後は「公共交通の利用促進」に強く意識を向けながら、特に課題 2 及び

課題 3 への対応に重点を置いた取組を進めていく必要があると考えています。 

 

 
 

課題１： 
町内外の移動のしやすさの向上 

広安地区、木山地区では県道熊本高森線においてバスが高頻度で運行しているものの、南北方向及

び住宅エリア北部の東西方向の公共交通サービスが不足しており、高齢者等が利用しづらく、津森地

区、福田地区、飯野地区では公共交通空白地域が存在し、バス本数も少なく、惣領地区へは乗継が必

要となるなど、交通サービスが移動需要に対応しきれていない状況があります。また、熊本市など周

辺市町への日常的な外出に対する交通サービスを確保していく必要があります。町内・町外の交通ネ

ットワークについて、需要に応じたサービスを再構築し、移動のしやすい環境を形成する必要がありま

す。 

課題４： 
まちづくりを支える公共交通サービスの充実 

熊本地震からの復旧・復興として、新たなまちづくりが現在進行形で進む本町において、都市の活力、

良好な住宅地、暮らしやすいまちを目指して都市の各拠点とそれを結ぶネットワークを構築する必要

があります。加えて、町外から来街者を誘客し、新たなにぎわいを生むための交通サービスを充実さ

せていく必要があります。 

課題２： 
利用しやすさの向上 

公共交通を利用する人は町民の一部に限られている状況にあります。町民アンケートでは、バス運行

情報提供サービス「バスきたくまさん」や乗合タクシーの認知状況が低く、また、バス待合環境や駐輪

場等を求める意見が上がっています。移動需要に合わせて、利用しやすい環境への改善が必要です。 

課題３： 
持続可能性の向上 

路線バス、乗合タクシーとも利用が低迷しており、それに伴う行政の赤字負担額は増加しています。高

齢化が見込まれる中で今後も公共交通サービスを確保していくためには、町民アンケートでも挙げら

れているように、需要に応じたサービスの見直しと町民の積極的な利用等を進めながら、持続可能性

の向上を図っていく必要があります。 

R7一部改訂 
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５．基本方針及び計画の目標 

５．基本方針及び計画の目標 
５－１．地域公共交通の基本方針 

総合計画及び各種計画で示すまちの将来像を実現していくための地域公共交通の基本方針を整理しま

した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心なくらしづくり
プロジェクト 

自動車を運転できなくても安心して快適に暮らせる環境を確保していくために、持続可能な
公共交通体系を目指して、現在の公共交通サービスの見直し、地域の旅客輸送サービス
の活用、貨物サービスとの組合せなど多様な取り組みを進めます。 

移動しやすいまち
づくりプロジェクト 

熊本市にも近く、高速 IC も位置する本町の地理的優位性を活かした住みやすい環境をも
っと磨き上げていくために、熊本市街地をはじめとする町外との移動を支える公共交通の利
用環境を向上します。また、町内の拠点間を移動しやすくなる骨格軸を活用した幹線交通
ネットワークを確保します。 

歩きやすいまちづく
りプロジェクト 

都市拠点（木山）と地域拠点（惣領）、及びその区間における、まちのにぎわいを高め
ていくために、また持続可能なコンパクトな市街地を形成していくために、公共交通と徒歩・
自転車を使って生活できる交通環境を整えていきます。 

環境・人にやさしい
まちづくりプロジェク
ト 

地球温暖化の抑制に向けた環境にやさしいまちづくりを進めるために、公共交通の利用促
進や環境にやさしい車両の導入などを推進します。また、すべての人がいきいきと暮らせるま
ちづくりを進めるために、公共交通の利用環境のバリアフリーを推進します。 

強靭なまちづくりプ
ロジェクト 

豪雨や地震などの災害に対する強靭なまちづくりを進めていくために、バス停や車両などの公
共交通の各種施設の活用を推進し、防災設備や災害情報の収集等の強化を図り、ま
た、官民連携による災害発生時の交通サービスの確保に向けた体制の強化を推進しま
す。 

交流人口拡大プ
ロジェクト 

阿蘇くまもと空港やグランメッセ熊本などに訪れる来訪者を市街地に呼び込み、交流人口を
活発にすることでまちのにぎわい向上を推進していくために、都市拠点のにぎわいづくりや中
心市街地活性化と連動した、各施設と市街地を結ぶアクセス交通サービスの確保及び情
報発信の強化を図ります。 

 
【令和７年度一部改訂時補足】 

上記の 6 つのプロジェクトを引き続き推進するにあたっては、計画策定後に整備を行った公共交通ネッ

トワークをより効果的に活用することに強く意識を置いて実施するものとします。 

 

町内外の移動利便性を高め、復興まちづくり・まちのにぎわいづくりを 
加速させる持続可能な公共交通体系の構築 

熊本地震の復旧期から、新たなまちづくりを進める復興期へと進んできている本町のまちづくりにおいて、誰もが町
内・町外への移動がしやすく、安心して暮らせる、また、活発な移動がまちのにぎわいづくりを加速させる、そして、今
後も持続可能である、そのような安心なくらし・まちのにぎわいを支える公共交通体系の構築を目指します。 

 
 目標を達成していくためのプロジェクト 

益城町地域公共交通計画の目標 

R7一部改訂 
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５．基本方針及び計画の目標 

５－２．将来ネットワーク 
地域内の様々な公共交通機関や旅客輸送サービスを有機的に組み合わせ、町民の日常生活や来訪者の

移動を支え、まちの活性化に資する持続可能な地域公共交通ネットワークを構築します。（※令和 7 年度改

訂時に既に関連する取組が行われているものについて赤字で追記） 

 方向性１： 
町内各地と都市拠点（木山）・地域拠点（惣領）を結ぶ、持続可能性の確保にも留意
した利便性の高い交通サービス 

医療・福祉・子育て支援・商業・行政といった都市機能が集積する都市拠点（木山地区）及び地域拠
点（惣領地区）において、買い物や通院、文化・スポーツ活動などの日常生活を安全・安心に送れる
よう、町内各地の居住地と都市拠点・地域拠点を結ぶ、持続可能な利便性の高い交通サービスを構築
します。 
・木山地区交通広場の整備と活用⇒木山交通広場供用開始 
・木山地区～惣領地区区間における交通結節機能の充実 
⇒木山交通広場供用開始、「のるーと UMEらいん」運行を通じた路線バスの結節強化 

・広安地区・木山地区における住宅エリアから県道熊本高森線までの公共交通サービスの充実 
⇒「のるーとUMEらいん」運行を通じた路線バスの結節強化 

・小峯地区などから市街地までの公共交通サービスの確保⇒「のるーとUMEらいん」運行開始 
・路線バス西原・大津線を活用した津森地区から木山地区・惣領地区までの公共交通サービスの充実 
・乗合タクシーの改善等による福田地区から木山地区・惣領地区までの公共交通サービスの充実 
⇒福田地区乗合タクシー運行改善 

・新たな交通サービスの導入等も見据えた津森地区・飯野地区から木山地区・惣領地区までの公共交
通サービスの充実⇒津森地区・飯野地区乗合タクシー運行開始 

方向性２： 
需要に応じた町外との行き来を担う利便性の高い交通サービス 

通勤や通学、衣服等の買い物において、熊本市をはじめとする周辺市町への日常的な行き来を支え
る、需要量に応じた利便性の高い交通サービスを構築します。 
・路線バス熊本市街地系統の維持及び利用環境の改善 
・路線バス御船系統、西原・大津系統の需要に応じたサービスの維持 
・高速バスと町内公共交通との結節強化 
・近隣の大規模商業施設への需要に応じた交通サービスの確保 

方向性３： 
まちの活性化を支える基軸サービスと柔軟な交通サービス 

都市機能と居住を適切な立地に誘導して、にぎわいを生み出すことができ、かつ持続可能な都市構造
を構築していくために、都市の骨格軸を活用した公共交通サービスを位置づけ、誘客等のターゲット
に合わせた交通サービスを提供していきます。 
・都市拠点・地域拠点・複合防災拠点・産官学広域連携拠点を結ぶ路線バスの構築・維持 
・空港シャトルバスの市街地への引き込み⇒「益城・西原空港ライナー」実証運行開始 
・グランメッセ熊本から市街地へ誘導するための交通サービスの確保 
・木山交通広場から総合運動公園、憩の家などの公共施設を結ぶ交通サービスの確保 
 ⇒「のるーと UMEらいん」運行開始（※「憩の家」は閉鎖） 

方向性４： 
多様な交通サービスの組合せ、貨物サービスとの組合せで多種多様なニーズに対応 

従来の路線バスや乗合タクシーに加え、スクールバス等の地域の輸送サービスや宅配等の貨物サー
ビスも含め、多種多様な移動サービスに対応していきます。 

R7一部改訂 
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■益城町の将来ネットワークイメージ ※R7 年 9 月修正資料 
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５．基本方針及び計画の目標 

５－３．計画目標の達成状況を測る指標 
地域公共交通の基本方針及び将来ネットワークを念頭に、まちづくりを支える地域公共交通体系の構築

状況を以下の指標をもって測っていきます。（※改訂にあたって目標年次を令和 8 年度に変更） 

 

【計画全体の目標】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標１：公共交通利用者数 

運行サービスの見直し、情報提供の充実、利用環境の改善などの結果として、町内

の公共交通利用が促進されることを目指します。 

公共交通利用者数： 

町内を運行する路線バス、乗合タクシーの町内区間の年間利用者数の合計値。 

※航空、高速バス、タクシー、地域旅客輸送サービスは除く。また、今後導入を検討するグラン

メッセ熊本及び阿蘇くまもと空港と町内市街地を結ぶ交通サービスも除く。 

※なお、路線バスについては交通事業者の調査結果を基に換算する町内区間利用者数とする。 

目標値の設定の考え方 

 路線バス 

  県道熊本高森
線を運行する
路線 

サービス水準（便数）は維持する中で、バス停や駐輪場整備などの利用環
境の改善、町内のコミュニティ交通の充実、利用啓発等を行い、利用者数
を増加させることを目標とする。 

  御船系統 サービス水準（便数）を需要に応じた水準に見直し（減便）する中で、町
内のコミュニティ交通の充実、利用啓発等を行い、利用者数を維持するこ
とを目標とする。 

  西原・大津系
統 

サービス水準（便数）は維持する中で、町内のコミュニティ交通の充実（ラ
ストワンマイルの確保含む）、利用啓発等を行い、利用者数を維持するこ
とを目標とする。 

  木山・広安循
環線 

市街地循環バスに見直すことでルートや便数などを大幅に見直し、サー
ビス水準を高める中で利用啓発も併せて行い、利用者数を増加させるこ
とを目標とする。 

 乗合タクシー 

  福田地区 利用方法等の見直しを行うとともに利用啓発にも取り組み、利用者数を
増加させることを目標とする。 

  飯野地区 新たなサービスを導入するため、その利用者を見込む。 

  津森地区 新たなサービスを導入するため、その利用者を見込む。 

 新たなコミュニティ交通 

  広安地区 新たに導入するコミュニティ交通の利用者を見込む。 

 

294,660 人/年 

（R1 年度） 

338,500 人/年 
（R8 年度） 

〔策定時〕  〔目標〕  

〔改訂時現況〕  

319,746 人/年 
（R6 年度） 

※ 当初目標未達成のため、当

初目標据え置き（目標年次

のみ R8 年度に変更） 

R7一部改訂 
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５．基本方針及び計画の目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標２：公共交通の収支率 

運行サービスの見直しによる運行費用等の抑制と、情報提供の充実や利用環境の

改善等による利用促進の結果として、町内の公共交通の運行効率性を高めることを

目指します。 

公共交通の収支率： 

町内を運行する路線バス、乗合タクシーの年間経常費用に対する年間経常収入の割合。 

※航空、高速バス、タクシー、地域旅客輸送サービスは除く。また、今後導入を検討するグラン

メッセ熊本及び阿蘇くまもと空港と町内市街地を結ぶ交通サービスも除く。 

※なお、路線バスの経常費用については町内の運行キロ程に基づく比率、経常収入については

交通事業者の調査結果を基に換算する町内区間利用者数に基づく比率をもって算出する。 

目標値の設定の考え方 

 路線バス 

  県道熊本高森
線を運行する
路線 

サービス水準（便数）は維持する中で、バス停や駐輪場整備などの利用環
境の改善、町内のコミュニティ交通の充実、利用啓発等を行い、利用者数
を増加させることで、収支率を改善することを目標とする。 

  御船系統 サービス水準（便数）を需要に応じた水準に見直し（減便）する中で、町
内のコミュニティ交通の充実、利用啓発等を行い、利用者数を維持するこ
とで、収支率を改善することを目標とする。 

  西原・大津系
統 

サービス水準（便数）は維持する中で、町内のコミュニティ交通の充実（ラ
ストワンマイルの確保含む）、利用啓発等を行い、利用者数を維持するこ
とで、収支率を維持することを目標とする。 

  木山・広安循
環線 

市街地循環バスに見直すことでルートや便数などを大幅に見直し、サー
ビス水準を高める中で利用啓発も併せて行い、利用者数を増加させるこ
とで、収支率を改善することを目標とする。 

 乗合タクシー 

  福田地区 利用方法等の見直しと合わせて運賃体系等を見直し、乗合利用の啓発等
を進めることで、利用者増を見込む中でも、収支率は現在の水準を改善す
ることを目標とする。 

  飯野地区 福田地区の目標水準に合わせる。 

  津森地区 福田地区の目標水準に合わせる。 

 新たなコミュニティ交通 

  広安地区 福田地区の目標水準に合わせる。 

 

38.0％ 

（R1 年度） 

53.6％ 
（R8 年度） 

〔策定時〕 〔目標〕 

〔改訂時現況〕  

53．6％ 
（R6 年度） 

※ 当初目標は 43.5％だっ

たが、R6 年度時点で達成

したため、R8 年度でもそ

の水準を維持するという

目標に変更 
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５．基本方針及び計画の目標 

 
 
 
 
 
 

 

指標３：町の財政負担額 

運行サービスの見直しによる運行費用等の抑制と、情報提供の充実や利用環境の

改善等による利用促進を図りながら、財政負担額の抑制に努めます。そして、抑制分

をもとに新たな交通サービスの導入等サービスの充実を図ります。これらの結果とし

て、利便性の向上を図りながらも町内の公共交通の持続可能性を確保していくこと

を目指します。 

63,676 千円/年 

（R1 年度） 

59,811 千円/年 
（R8 年度） 

〔策定時〕 〔目標〕 

目標値の設定の考え方 

 路線バス 

  県道熊本高森
線を運行する
路線 

サービス水準（便数）は維持する中で、バス停や駐輪場整備などの利用環
境の改善、町内のコミュニティ交通の充実、利用啓発等を行い、利用者数
を増加させることで、財政負担額を軽減することを目標とする。 

  御船系統 サービス水準（便数）を需要に応じた水準に見直し（減便）する中で、町
内のコミュニティ交通の充実、利用啓発等を行い、利用者数を維持するこ
とで、財政負担額を軽減することを目標とする。 

  西原・大津系
統 

サービス水準（便数）は維持する中で、町内のコミュニティ交通の充実（ラ
ストワンマイルの確保含む）、利用啓発等を行い、利用者数を維持するこ
とで、財政負担額を維持することを目標とする。 

  木山・広安循
環線 

市街地循環バスに見直すことでルートや便数などを大幅に見直し、サー
ビス水準を高める中で利用啓発も併せて行い、利用者数を増加させるこ
とで、財政負担額を軽減することを目標とする。 

 乗合タクシー 

  福田地区 利用者増に向けた利用方法等の見直しなど、サービス向上に必要となる
運行経費の増加を見込む。 

  飯野地区 新たなサービスを導入するのに必要となる運行経費を計上する。 

  津森地区 新たなサービスを導入するのに必要となる運行経費を計上する。 

 新たなコミュニティ交通 

  広安地区 新たなサービスを導入するのに必要となる運行経費を計上する。 

 

町の財政負担額： 

町内を運行する路線バス、乗合タクシーの年間財政負担額の合計値。 

※路線バスのうち、小峯地区を運行する系統、阿蘇くまもと空港を運行する系統は除く。また、

乗合タクシーは今後導入を検討する新規路線も対象とする。 

〔改訂時現況〕  

59,811 円/年 
（R6 年度） 

※ 当初目標は 63,680 千円

/年だったが、R6 年度時点

で達成したため、R8 年度

でもその水準を維持すると

いう目標に変更 



 

33 

６．目標を達成するための施策 

６．目標を達成するための施策 
目標達成に向けた施策を整理します。 ※R3 年度策定時資料 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※図中の事業は本計画における主な事業を表示しています。 
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６．目標を達成するための施策 

安心なくらしづくりプロジェクト 
安心なくらしづくりプロジェクト 

自動車を運転できなくても安心して快適に暮らせる環境を確保していくために、持続可能な公共交通

体系を目指して、現在の公共交通サービスの見直し、地域の旅客輸送サービスの活用、貨物サービスと

の組合せなど多様な取り組みを進めます。 

 

〔安心なくらしづくりプロジェクトに関わる施策の目標〕 

安心なくらしづくりプロジェクトの達成状況を測る指標として、次の指標を設定します。 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 モビリティ（サービス）：既存の公共交通機関に加え、自動運転や小型の乗り物、地域旅客運送サービスも含めた、移動手段の総
称。 

成果指標：津森・福田・飯野地区の公共交通利用者数 

津森・福田・飯野地区を中心に、モビリティサービス2の充実や暮らしの情報と交通

の情報の一元的な情報提供などに取り組む結果として、当該地域の公共交通利用者

数を増やすことを目指します。 

津森・福田・飯野地区の公共交通利用者数： 

津森地区、福田地区、飯野地区を運行する路線バス、乗合タクシーの年間利用者数の合計値。 

※航空、タクシー、地域旅客輸送サービスは除く。 

※なお、路線バスについては交通事業者の調査結果を基に換算する町内区間利用者数とする。 

目標値の設定の考え方 

 路線バス 

  御船系統 サービス水準（便数）を需要に応じた水準に見直し（減便）する中で、町内
のコミュニティ交通の充実、利用啓発等を行い、利用者数を維持することを
目標とする。 

  西原・大
津系統 

サービス水準（便数）は維持する中で、町内のコミュニティ交通の充実（ラ
ストワンマイルの確保含む）、利用啓発等を行い、利用者数を維持することを
目標とする。 

 乗合タクシー 

  福田地区 利用方法等の見直しを行うとともに、利用啓発にも取り組み、利用者数を増
加させることを目標とする。 

  飯野地区 新たなサービスを導入するため、その利用者を見込む。 

  津森地区 新たなサービスを導入するため、その利用者を見込む。 

 

10,280 人/年 

（R1 年度） 

〔策定時〕                     〔目標〕 

15,530 人/年 
（R8 年度） 

津森・福田・飯野地区の公共交通利用者数 

〔改訂時現況〕  

15,530 人/年 

（R6 年度） 

※ 当初目標は 14,700 人/年

だったが、R6 年度時点で

達成したため、R8 年度で

もその水準を維持するとい

う目標に変更 
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６．目標を達成するための施策 

 
 
 
 

 
 

 

管理指標： 

以下の指標をもって、プロジェクトの進捗状況を管理します。 

管理指標① 策定時 目標（R8 年度） 

都市拠点・地域拠点の施設整備数 ― 
6 箇所 

役場新庁舎、復興まちづくり支援施設、交通広場、 

まちの商店街、物産館等、惣領にぎわい拠点を想定 

 
 

管理指標② 策定時 目標（R8 年度） 

津森・福田・飯野地区に 

おける公共交通再編実績 
― 

4 系統 

路線バス御船系統、乗合タクシー 

（福田地区、飯野地区、津森地区）を想定 

 

〔改訂時現況〕  

5 箇所 

（R6 年度末） 

管理指標③ 策定時 目標（R8 年度） 

公共交通や買い物等の情報提供や

手配等を行うアプリ等の開発実績 
― 

1 件 

決済サービスや買い物支援ツール等の開発を想定 

 

〔改訂時現況〕  

2 系統 

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では、役場新庁

舎、復興まちづくり支援センター、

交通広場、コワーキングスペー

ス、惣領にぎわい拠点整備済。 

〔改訂時現況〕  

1 件 

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では、福田乗合タ

クシー再編・津森乗合タクシー新

設実施済み。 

「のるーと UME らいん」において

事前アプリ決済開始。 



 

36 

６．目標を達成するための施策 

〔安心なくらしづくりプロジェクトに関わる施策・事業・実施主体〕 
施策・事業 実施主体・関係者 

交通サービス等の施策 行政 
熊本運輸支局、益城町 
※各エリアのモビリティの設
定、位置づけ 

※町内各部署との調整、町民
等への説明 

 
交通事業者 
九州産交バス、産交バ
ス、熊交観光タクシー、
光洋タクシー、地域の旅
客輸送サービス提供事業
者 
※交通サービス提供事業者間
の連携、事業実施調整 

※情報提供・開示に関するこ
と、MaaS 関連 

 
協議会 
※事業スケジュール、進捗の
確認 

※事業効果の検証、モニタリ
ングの実施 

 
その他 
商業、観光、医療福祉、
教育関係団体 
※公共交通等を媒体にした情
報提供のあり方等 

 【施策１】町内の地域特性を踏まえたモビリティサービスの提供 
① 飯野地区：都市拠点・地域拠点と集落を結ぶ需要に見合ったモビ
リティの導入⇒飯野地区乗合タクシー運行開始 

② 福田地区：都市拠点・地域拠点へのアクセスを考慮した既存交通
サービスの高度化、黒石崎地区等への展開⇒福田地区乗合タク
シー運行改善 

③ 津森地区：バス停までの移動（ラストワンマイル）を確保するモ
ビリティの導入、及び都市拠点・地域拠点と集落を結ぶ需要に見
合ったモビリティの導入⇒津森地区乗合タクシー運行開始 

④ その他：公共交通に地域旅客輸送サービスを含めた総動員モビ
リティサービス提供 
 

【施策２】地域で支える交通まちづくり 
① 公共交通以外に、地域で支える自助共助体制づくり 

 
【施策３】利用者に寄り添い、安心して過ごせる交通づくり 
① 多様化するニーズを把握し、IoT3・情報通信技術を活用した交通
づくり⇒AI オンデマンドバスシステム（「のるーと UME らい
ん」）の導入 

② 人だけでなく、モノの移動に配慮した交通体系の構築 
交流人口の増加を見据え、益城の良さを情報発信するモビリテ
ィへの転換 

情報・ICT 等の施策 
 【施策A】利用者の行動特性、多様なニーズの継続的な把握 

① 公共交通だけでなく、行政経営を行う上での町民ニーズデータ
の継続収集（まちの変化、緊急時における人流データの把握＝
行政マーケティング実施） 

② 上記①のデータを活用した、多様な利用者に適正な情報提供を
行う環境づくり 
 

【施策B】生活・暮らしに必要な最適化された情報提供 
① 行政・商業サービスの適正な広告、ＰＲ等情報提供サービス 
（ビッグデータ 4等を活用し、町民等・個人ユーザー向けの情
報最適化） 
② 来訪者向け、観光情報、地場産品の情報提供・購入支援サービ
ス（オンラインによる、来訪前の疑似体験等が可能な情報発信） 

 
【施策C】公共交通利用等の予約決済サービス 
① 最適化された公共交通サービスの運行情報確認、予約決済サー
ビスの実施（行政、交通、買い物、医療、教育等、すべての暮ら
しを繋ぐ「MaaS」5の実現） 
⇒AI オンデマンドバスシステム（「のるーと UME らいん」）の
導入 

 
3 IoT：Internet of Thingsの略。建物、電化製品、自動車、医療機器など、パソコンやサーバーといったコンピューター以外の多種多
様な「モノ」がインターネットに接続され、相互に情報をやり取りすること。 

4 ビッグデータ：情報通信技術（ICT）の進展によって生成・収集・蓄積が可能・容易になる多種多量のデータのこと。公共交通分野
では、利用者の利用状況（日時、出発地と目的地、利用した路線など）や属性（年齢、性別など）といった利用特性データや、非利

用者の移動特性（外出先や時間帯など）のデータを、ICカードや携帯電話の位置情報データなどを基に分析することで、従来より
もきめ細やかにサービスが提供できることなどが期待されている。 

5 MaaS（マース）：Mobility as a Serviceの略。ITを用いてあらゆる公共交通機関を結びつけ、効率よく、かつ便利に使えるように
する概念及びシステム。 



 

37 

６．目標を達成するための施策 

移動しやすいまちづくりプロジェクト 
移動しやすいまちづくりプロジェクト 

熊本市にも近く、高速 IC も位置する本町の地理的優位性を活かした住みやすい環境をもっと磨き上

げていくために、熊本市街地をはじめとする町外との移動を支える公共交通の利用環境を向上します。

また、町内の拠点間を移動しやすくなる骨格軸を活用した幹線交通ネットワークを確保します。 

 

〔移動しやすいまちづくりプロジェクトに関わる施策の目標〕 

移動しやすいまちづくりプロジェクトの達成状況を測る指標として、次の指標を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

成果指標：熊本市方面の路線バスの利用者数 

交通広場の整備や市街地内のコミュニティ交通の充実、路線バスの利用環境の改

善などの結果として、路線バスの利用者数が向上することを目指します。 

熊本市方面の路線バスの利用者数： 

町内を運行する路線バスの熊本市方面系統の年間利用者数の合計値。 

※今後導入を検討するグランメッセ熊本及び阿蘇くまもと空港と町内市街地を結ぶ交通サービスは

除く。 

※なお、路線バスについては交通事業者の調査結果を基に換算する町内区間利用者数とする。 

目標値の設定の考え方 

 路線バス 

  県道熊本高
森線を運行
する路線 

サービス水準（便数）は維持する中で、バス停や駐輪場整備などの利用環
境の改善、町内のコミュニティ交通の充実、利用啓発等を行い、利用者数
を増加させることを目標とする。 

 

242,580 人/年 

（R1 年度） 

〔策定時〕                     〔目標〕 

302,995 人/年 
（R8 年度） 

熊本市方面の路線バスの利用者数 

〔改訂時現況〕  

302,995 人/年 

（R6 年度） 

※ 当初目標は 243,000 人/

年だったが、R6 年度時点

で達成したため、R8 年度

でもその水準を維持すると

いう目標に変更 
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６．目標を達成するための施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 

 
6 デジタルサイネージ：店頭などに設置された液晶ディスプレイなどの映像表示装置。 

管理指標： 

以下の指標をもって、プロジェクトの進捗状況を管理します。 

管理指標① 策定時 目標（R8 年度） 

交通広場の整備実績 ― 整備完了 

 

管理指標② 策定時 目標（R8 年度） 

町内のバス停高質化整備実績 ― 
24 箇所 

県道熊本高森線のバス停を想定 

 

管理指標③ 策定時 目標（R8 年度） 

公共交通の情報等を掲出する

デジタルサイネージ6の 

整備実績 

― 
2 基 

惣領にぎわい拠点、交通広場への整備を想定 

 

〔改訂時現況〕  

供用開始 

（R6 年度末） 

〔改訂時現況〕  

15 箇所 

（R6 年度末） 

R6 年度に木山交通広場供

用開始。R8 年度には全域

の整備完了を目指す。 

〔改訂時現況〕  

1 基 

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では、県道

熊本高森線拡幅工事の進捗

にあわせて一部バス停の高

質化整備完了。 

R6 年度末時点では、交通

広場に 1 基設置済み。R8

年度に向けて増設を目指

す。 
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６．目標を達成するための施策 

〔移動しやすいまちづくりプロジェクトに関わる施策・事業・実施主体〕 
施策・事業 実施主体・関係者 

交通サービス等の施策 行政 
熊本県益城復興事務所、
熊本運輸支局 
熊本県、熊本市、益城町
＋周辺市町 
※施策の確認・承認、事業連
携等の調整 

 
交通事業者 
阿蘇くまもと空港、九州
産交バス、産交バス、熊
交観光タクシー、光洋タ
クシー 
※地域間、地域内交通事業の
役割分担 

※公共交通事業者間の連携、
事業実施調整 

※新たなモビリティサービス
の導入に関すること 

 
協議会 
※事業スケジュール、進捗の
確認 

※事業効果の検証、モニタリ
ングの実施 

 
その他 
内閣府、国土交通省、経
済産業省等 
※自動運転技術の導入に係る
事業支援・補助 

 【施策４】熊本市－益城間の交通の維持・継続 
① 国の地域公共交通特定事業を活用 
② 県の地域公共交通関連計画と連携し、広域交通網を維持・継続 
→木山産交～熊本市街地・熊本駅系統を幹線系統として計画に位
置づけ 

③ 阿蘇くまもと空港、益城熊本空港 IC等、広域拠点を結ぶ交通の
維持・継続 

→阿蘇くまもと空港と熊本市－益城を繋ぐ空港アクセス交通の維
持・継続、県外各都市と益城を繋ぐ高速バスの維持・継続 

⇒上記①②③ともに維持・継続 
 

【施策５】新たなまちの将来都市像を支える路線への見直し 
① 木山都市拠点・惣領地域拠点・複合防災拠点に移動しやすい路線
バスの見直し⇒「のるーとUMEらいん」運行開始 

② 既成市街地や新住宅エリア、災害公営住宅のコミュニティ醸成に向
けたモビリティの導入⇒「のるーとUMEらいん」運行開始 

③ 産官学広域連携拠点と都市拠点を結ぶ地域内交通の導入 
⇒「益城・西原空港ライナー」実証運行開始 

④ 上記の拠点を結ぶマルチモーダル 7・総合交通体系の構築 
（高速バスネットワークを含めた交通体系の構築） 
⑤町内外の交通の結節点であり、にぎわいを生む交通広場の整備 
⇒木山交通広場供用開始 

情報・ICT 等の施策 
 【施策D】中型バス等 自動運転の導入検討 
① 大型・中型自動運転バス実証実験を踏まえ、広域交通網の自動運
転導入 

② 自動運転技術の導入に向けた道路、通信環境を整備 
③ 既存の公共交通資源を活かした情報サービスの高度化 
④ 自動運転導入基礎調査事業の実施（国土交通省、経済産業省等、
スマートモビリティ 8チャレンジ協議会等により実施中） 

 
【施策 E】AI を活用したデマンド交通の導入検討 
① 市街地内に導入するモビリティへのAI活用の実証実験 
② AI 活用型交通サービスの導入に向けた通信環境の整備 
③ AI 活用型交通サービス導入基礎調査事業の実施 
⇒（上記①～③に関して）AIオンデマンドバスシステム（「のる
ーとUMEらいん」）の導入 
 
【施策 F】公共交通ビッグデータが活用できる環境整備 
① 移動しやすいまちづくりプロジェクト実現に向け公共交通のビ
ッグデータ活用、GTFS9、オープンデータ化の整備、促進（情報
提供基盤の確立） 

 
 

 
7 マルチモーダル：複数の交通手段を選択・組み合わせること。 
8 スマートモビリティ：自動運転車や IoTを活用したセンサーなど、従来の交通や移動を変える新しいテクノロジーの総称。 
9 GTFS：General Transit Feed Specificationの略。経路検索サービス等へ情報提供するための世界標準の公共交通データフォーマッ
ト。 
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６．目標を達成するための施策 

歩きやすいまちづくりプロジェクト 
歩きやすいまちづくりプロジェクト 

都市拠点（木山）と地域拠点（惣領）、及びその区間における、まちのにぎわいを高めていくために、ま

た持続可能なコンパクトな市街地を形成していくために、公共交通と徒歩・自転車を使って生活できる

交通環境を整えていきます。 

 

〔歩きやすいまちづくりプロジェクトに関わる施策の目標〕 

歩きやすいまちづくりプロジェクトの達成状況を測る指標として、次の指標を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

成果指標：中心市街地の歩行者・自転車通行量 

公的施設へのアクセス手段の充実、バス停付近への駐輪場の整理、歩きやすく公共

交通を利用しやすい歩行空間の整理などの結果として、まちなかの歩行者数を増や

すことを目指します。 

中心市街地の歩行者・自転車通行量： 

益城町中心市街地 7地点における平日・休日の 12 時間の歩行者・自転車通行量の平均値。 

※定義は益城町中心市街地活性化基本計画と整合をとる。 

目標値の設定の考え方 

  町道横町線高質化事業や「物産館等」整備事業、「まちの商店街」整備事業、「惣領にぎわ
い拠点」整備事業といった中心市街地の魅力を高めるハード整備に合わせて、交通環境を
改善し、現状よりも 800 人増加することを見込む 

 

2,600 人/日 

（R1 年度） 

〔策定時〕                     〔目標〕 

3,400 人/日 
（R8 年度） 

中心市街地の歩行者・自転車通行量 

〔改訂時現況〕  

1,844 人/日 

（R6 年度） 

※ 当初目標未達成のため、当

初目標据え置き（目標年次

のみ R8 年度に変更） 
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６．目標を達成するための施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

管理指標： 

以下の指標をもって、プロジェクトの進捗状況を管理します。 

管理指標① 策定時 目標（R8 年度） 

県道熊本高森線、町道横町線に

おける自転車歩行者道路の 

整備状況 

16.9％ 100％ 

 

管理指標② 策定時 目標（R8 年度） 

公共交通カバー率 
国勢調査 500m メッシュ人口データを 

基に算出 
84.3％ 

95.0％ 

津森地区、飯野地区、小峯地区への 

新たな交通サービスの導入を想定 

 

管理指標③ 策定時 目標（R8 年度） 

町道横町線への新交通システム

導入実績 
― 

1 件 

町道横町線を運行する木山交差点と 

ミナテラス等を結ぶサービスを想定 

 

管理指標④ 策定時 目標（R8 年度） 

駐輪場整備実績 ― 
6 箇所 

県道熊本高森線沿線における整備 

 

〔改訂時現況〕  

65.9%  

（R6 年度末） 

〔改訂時現況〕  

―  

（R6 年度末） 

〔改訂時現況〕  

1 件 

（R6 年度末） 

〔改訂時現況〕  

2 箇所  

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では、県道

熊本高森線・町道横町線で

の歩道整備が一部完了。

R8 年度完了を目指す。 

改訂時未計測。但し乗合タ

クシー及び「のるーと UME

らいん」の整備によってカ

バー率は向上と推察。 

R6 年度末時点では、AI オ

ンデマンド交通（のるーと

UME らいん）導入済。 

R6 年度末時点では、古閑

入口及び惣領において駐

輪場整備済み。 
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６．目標を達成するための施策 

〔歩きやすいまちづくりプロジェクトに関わる施策・事業・実施主体〕 
施策・事業 実施主体・関係者 

交通サービス等の施策 行政 
熊本県益城復興事務所、
熊本運輸支局、益城町 
※施策の確認・承認、事業連
携等の調整 
※SDGs 等の達成目標等の確
認調整 
 
交通事業者 
九州産交バス、産交バ
ス、熊交観光タクシー、
光洋タクシー、 
※新たなモビリティサービス
の導入に関すること 
 
協議会 
※事業スケジュール、進捗の
確認 
※事業効果の検証、モニタリ
ングの実施 
 
その他 
内閣府、国土交通省、経
済産業省等 
※新モビリティ導入や情報通信
高度化に係る事業支援・補助 

 【施策６】公共交通の利用が楽しい益城の交通づくり 
① 町民グラウンドや総合運動公園、ミナテラスへの移動を支える
モビリティの導入⇒「のるーとUMEらいん」運行開始 

② 路線バスと自転車の結節機能の充実（駐輪場整備）⇒県道熊本高
森線拡幅事業にあわせて駐輪場整備一部実施 

③ 公共交通利用が“楽しい”に意識転換を促す公共交通環境づくり 
⇒キャンペーン事業の実施（フォトコンテスト等） 
 

【施策７】公共交通利用にシフトした歩行空間の形成・充実 
① SDGs10の達成、脱炭素社会に向けた公共交通を軸にした交通体
系づくり 

② 公共交通＋小型モビリティを利用しやすい道路、まちづくりの
推進 

上記①②の実現を見据えた、公共交通利用環境の高度化 
情報・ICT 等の施策 
 【施策G】小型モビリティ等 自動運転の導入検討 
① 小型モビリティ自動運転の導入による歩車共存空間の形成 
② 自動運転技術の導入に向けた道路、通信環境を整備 
③ 上記①の実現に向け、自動運転導入基礎調査事業の実施 
（国土交通省、経済産業省等、スマートモビリティチャレンジ協
議会等により実施中） 

 
【施策H】まちなかでのおでかけ中に、最適なモビリティの情報
提供 
① 利用者の移動を最適化し、適正なモビリティサービス情報提供 
（ビッグデータ等を活用し、町民等・個人ユーザー向けに最適な
モビリティ情報を提供） 
車両・バス停等の高度化（デジタルサイネージ等）による情報提
供⇒木山交通広場へのデジタルサイネージ導入 

 
 

 
10 SDGs（エスディージーズ）：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。2015年の国連サミットにおいて全て
の加盟国が合意した「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」の中で掲げられた、「誰一人取り残さない（leave no one 
behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標。2030年を達成年限とし、17のゴールと 169のターゲットから
構成される。 
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６．目標を達成するための施策 

環境・人にやさしいまちづくりプロジェクト 
環境・人にやさしいまちづくりプロジェクト 

地球温暖化の抑制に向けた環境にやさしいまちづくりを進めるために、公共交通の利用促進や環境

にやさしい車両の導入などを推進します。また、すべての人がいきいきと暮らせるまちづくりを進める

ために、公共交通の利用環境のバリアフリーを推進します。 

 

〔環境・人にやさしいまちづくりプロジェクトに関わる施策の目標〕 

環境・人にやさしいまちづくりプロジェクトの達成状況を測る指標として、次の指標を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

成果指標：公共交通・徒歩・自転車分担率 

公共交通に関する教育や公共交通利用促進に向けた啓発などの結果として、公共

交通・徒歩・自転車の分担率が向上することを目指します。 

目標値の設定の考え方 

  日常の買い物 路線バスの利用率を現状 3.3%から 5.0%に、乗合タクシーの利用率を 0.1%
から 2.0%に引き上げることを目標とする。 

  通院 路線バスの利用率を現状 3.3%から 5.0%に、乗合タクシーの利用率を 0.2%
から 5.0%に引き上げることを目標とする。 

  通勤・通学 路線バスの利用率を現状 7.6%から 10.0%に、自転車の利用率を 17.3%から
20.0%に引き上げることを目標とする。 

 

公共交通・徒歩・自転車分担率： 

日常の買い物、通院、通勤・通学時の移動手段における公共交通・徒歩・自転車の割合。 

※令和 2年度町民アンケート結果に基づく。 

18.0％ 

（R1 年度） 

〔策定時〕                     〔目標〕 

23.0％ 
（R７年度） 

公共交通・徒歩・自転車分担率 

〔改訂時現況〕  

― 

（R6 年度） 

※ アンケート結果に基づく集

計のため、R6 年度の数値

は計測不可能 



 

44 

６．目標を達成するための施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

管理指標： 

以下の指標をもって、プロジェクトの進捗状況を管理します。 

管理指標① 策定時 目標（R8 年度） 

公共交通情報提供実績 ― 

公共交通利用ガイド（仮称）の 

発行及び適宜更新 
公共交通利用ガイド（仮称）：町内の公共交通機関の 

路線や時刻表、利用方法等をまとめた冊子 

 

管理指標② 策定時 目標（R8 年度） 

町内のバス停高質化整備実績 — 
24 箇所 

県道熊本高森線のバス停を想定 

 

管理指標③ 策定時 目標（R8 年度） 

環境にやさしい車両（グリーン

スローモビリティ等）導入検討

及び施行 

― 
1 件 

町道横町線を運行する木山交差点とミナテラス等を 

結ぶサービスを想定 

 

〔改訂時現況〕  

ガイド発行・更新  

（R6 年度末） 

乗合タクシーやのるーと UME ら

いんの新設・改編時及び木山交

通広場供用開始時に、路線毎の

地獄表や利用方法等を記載した

ガイドを作成・発行。 

〔改訂時現況〕  

15 箇所  

（R6 年度末） 

R6年度末時点では、県道熊本高

森線拡幅工事の進捗にあわせて

一部バス停の高質化整備完了。 

〔改訂時現況〕  

0 件  

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では導入実績な

し。（R7 年度にシェアサイクルの

導入を検討。） 
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６．目標を達成するための施策 

〔環境・人にやさしいまちづくりプロジェクトに関わる施策・事業・実施主体〕 
施策・事業 実施主体・関係者 

交通サービス等の施策 行政 
熊本県益城復興事務所、
熊本運輸支局、益城町 
※施策の確認・承認、事業連
携等の調整 
※SDGs 等の達成目標等の確
認調整 
 
交通事業者 
九州産交バス、産交バ
ス、熊交観光タクシー、
光洋タクシー、 
※新たなモビリティサービス
の導入に関すること 
 
協議会 
※事業スケジュール、進捗の
確認 
※事業効果の検証、モニタリ
ングの実施 
 
その他 
内閣府、国土交通省、経
済産業省等 
※新モビリティ導入や情報通信
高度化に係る事業支援・補助 

 【施策８】脱炭素社会に向け、地球にやさしい交通サービスの提
供 
① SDGs の実現、脱炭素社会に向けた環境にやさしい車両・設備を
導入 

② 新たな交通体系に合わせ、公共交通への利用転換・促進 
⇒公共交通利用促進に向けた周知（チラシ、キャンペーン等） 

③ 益城の未来をつくる、子どもたちへの公共交通教育の展開 
⇒木山交通広場供用開始時に公共交通に関する展示を実施 
 

【施策９】誰でも利用できる、人にやさしい交通サービスの提供 
① 高齢者、障がい者、子どもたちなど、誰でも使える公共交通利用
環境づくり⇒バス停ベンチ等の順次設置 

② 益城へ訪れた人、誰もが迷わず乗れる公共交通の利用環境づく
り⇒町内交通マップ、デジタルサイネージ導入等の実施 

③ 混雑して座れない・乗れないゼロを目指した運行状況の見える
化づくり（新型コロナウイルス感染拡大を機に新たな生活様式
を想定した施策） 

情報・ICT 等の施策 
 【施策 I】公共交通利用を促進させる環境指標の可視化 
① 町民等の SDGs や脱炭素社会への参画を促すための付加価値、
仕組みづくり 

② 環境負荷軽減による貢献度の可視化 
 

【施策 J】IoTを普及促進するための教育プログラムの構築 
① SDGs や脱炭素社会についての理解を深め、また、周知を図るた
めのオンラインサロン・教育サロンの実施 
 

【施策 F】公共交通ビッグデータが活用できる環境整備（再掲） 
①移動しやすいまちづくりプロジェクト実現に向け公共交通のビ
ッグデータ活用、GTFS、オープンデータ化の整備、促進（情報
提供基盤の確立） 

 
【施策H】まちなかでのおでかけ中に、最適なモビリティの情報
提供（再掲） 
①利用者の移動を最適化し、適正なモビリティサービス情報提供 
（ビッグデータ等を活用し、町民等・個人ユーザー向けに最適な
モビリティ情報を提供）車両・バス停等の高度化（デジタルサイ
ネージ等）による情報提供 
⇒木山交通広場へのデジタルサイネージ導入 

 
【施策 C】公共交通利用等の予約決済サービス（再掲） 
①最適化された公共交通サービスの運行情報確認、予約決済サー
ビスの実施 
（行政、交通、買い物、医療、教育等、すべての暮らしを繋ぐ
「MaaS」の実現）⇒AI オンデマンドバスシステム（「のるーと
UMEらいん」）の導入 
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６．目標を達成するための施策 

強靭なまちづくりプロジェクト 
強靭なまちづくりプロジェクト 

豪雨や地震などの災害に対する強靭なまちづくりを進めていくために、バス停や車両などの公共交

通の各種施設の活用を推進し、防災設備や災害情報の収集等の強化を図り、また、官民連携による災害

発生時の交通サービスの確保に向けた体制の強化を推進します。 

 

〔強靭なまちづくりプロジェクトに関わる施策の目標〕 

強靭なまちづくりプロジェクトの達成状況を測る指標として、次の指標を設定します。本プロジェクト

は成果を定量化することが困難であることから、管理指標のみで進捗状況を管理します。 

 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 

 

 
11 BCP：Business Continuity Planの略。事業継続計画。災害等の緊急事態が発生しても重要な業務が継続できる方策を計画してお
くもの。 

管理指標： 

以下の指標をもって、プロジェクトの進捗状況を管理します。 

管理指標① 策定時 目標（R8 年度） 

町公共交通 BCP11の作成 ― 作成及び適宜更新 

 

管理指標② 策定時 目標（R8 年度） 

路線バス等への蓄電車両 

導入実績 
― 

1 件 

災害時のバス車両のバッテリー等の活用など 

町と交通事業者との協定実績を想定 

 

〔改訂時現況〕  

作成済  

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では、「益城町

業務継続計画」の一部として作

成済。 

〔改訂時現況〕  

0 件  

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では、V2H 対

応車両導入などに関する交通

事業者との協定締結実績はな

し。引き続き検討を進める。 



 

47 

６．目標を達成するための施策 

〔強靭なまちづくりプロジェクトに関わる施策・事業・実施主体〕 
施策・事業 実施主体・関係者 

交通サービス等の施策 行政 
益城町 
※町内各部署との調整、町民
等への説明 
 
交通事業者 
－ 
 
協議会 
※事業スケジュール、進捗の
確認 
※事業効果の検証、モニタリ
ングの実施 
 
その他 
商業、観光、医療福祉、
教育関係団体 
※公共交通等を媒体にした情
報提供のあり方等 
通信キャリア企業 

 【施策１０】災害の教訓を活かし、命を守る公共交通づくり 
① 公共交通車両等を活かした防災設備の導入 
② 災害時に災害情報が得られるよう、バス停等の高度化の推進 

 
【施策１１】災害発生時において運行可能な強靭な公共交通づく
り 
①地域防災計画等と連動した公共交通 BCP・運行マニュアルの更
新⇒「益城町業務継続計画」の一部として作成 

②緊急時に運行可能な官民連携による体制づくり 
情報・ICT 等の施策 
 【施策K】熊本地震の経験を活かし、公共交通運行継続可能な情
報収集・提供 
① 災害発生時にも強い情報発信環境づくり（官民連携した統一的
なデータプラットフォームの構築等） 

② 災害発生時における公共交通運行情報の提供 
災害発生時における適正なルート整備、輸送力の確保（熊本地
震の経験を活かす） 
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６．目標を達成するための施策 

交流人口拡大プロジェクト 
交流人口拡大プロジェクト 

阿蘇くまもと空港やグランメッセ熊本などに訪れる来訪者を市街地に呼び込み、交流人口を活発にす

ることでまちのにぎわい向上を推進していくために、都市拠点のにぎわいづくりや中心市街地活性化と

連動した、各施設と市街地を結ぶアクセス交通サービスの確保及び情報発信の強化を図ります。 

 

〔交流人口拡大プロジェクトに関わる施策の目標〕 

交流人口拡大プロジェクトの達成状況を測る指標として、次の指標を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

成果指標：交流人口（木山上町・木山下町バス停利用者数） 

町内市街地と大規模集客施設や阿蘇くまもと空港などを結ぶ交通サービスの確保

などの結果として、町内に交流人口を増やすことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値の設定の考え方 

  交通広場の都市計画決定時の利用見込み数 

 

木山上町＋木山下町バス停利用者数： 

交通事業者の乗降調査データに基づく木山上町バス停及び木山下町バス停を含む区間における

1 日当たりの上り・下りの乗車数・降車数の合計値。（※交通広場整備後は、交通広場に設置さ

れるバス停の利用者数も合算する。） 

140 人/日 

（R1 年度） 

〔策定時〕                     〔目標〕 

346 人/日 
（R8 年度） 

交流人口（木山上町・木山下町バス停利用者数※） 

〔改訂時現況〕  

192 人/日 

（R6 年度） 

※ 当初目標未達成のため、当

初目標据え置き（目標年次

のみ R8 年度に変更） 
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６．目標を達成するための施策 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

管理指標： 

以下の指標をもって、プロジェクトの進捗状況を管理します。 

管理指標① 策定時 目標（R8 年度） 

都市拠点の施設整備数 ― 
5 箇所 

役場新庁舎、復興まちづくり支援施設、交通広場、 

まちの商店街、物産館等を想定 

 

管理指標② 策定時 目標（R8 年度） 

大規模集客施設等へ接続した

公共交通サービス導入実績 
― 

2 件 

町内市街地とグランメッセ熊本、 

町内市街地と阿蘇くまもと空港を 

それぞれ結ぶ交通サービスを想定 

 

〔改訂時現況〕  

5 箇所  

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では、役場新庁

舎、復興まちづくり支援センタ

ー、交通広場、コワーキングスペ

ース、惣領にぎわい拠点整備済。 

〔改訂時現況〕  

1 件 

（R6 年度末） 

R6 年度末時点では、「のるーと

UME らいん」にて町内市街地と

グランメッセ熊本接続済。 

（R7 年度には「益城西原空港ライ

ナー」にて町内市街地と阿蘇くま

もと空港を接続。） 
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６．目標を達成するための施策 

〔交流人口拡大プロジェクトに関わる施策・事業・実施主体〕 
施策・事業 実施主体・関係者 

交通サービス等の施策 行政 
益城町 
※町内各部署との調整、町民
等への説明 

 
交通事業者 
阿蘇くまもと空港、九州
産交バス、産交バス、熊
交観光タクシー、光洋タ
クシー 
※公共交通事業者間の連携、
事業実施調整 

 
協議会 
※事業スケジュール、進捗の
確認 

※事業効果の検証、モニタリ
ングの実施 

 
その他 
内閣府、国土交通省、経
済産業省等 
※自動運転技術の導入に係る
事業支援・補助 

 【施策１２】大規模集客施設等へ接続した公共交通サービスの導入 
① 大規模集客施設（グランメッセ等）への経由・接続の見直し 
② その他（コワーキングスペース等）への新たな需要を想定した交
通サービスの導入 
⇒（①②に関して）「のるーとUMEらいん」運行開始 
 

【施策１３】阿蘇くまもと空港、高速バス利用増を見据えたアクセ
ス交通の強化 
① 阿蘇くまもと空港のリニューアル、産官学連携拠点の整備後を
見据えた交通体系づくり、熊本駅、高速バス停等、交流人口拡大
施策と連動したアクセス交通の導入 
⇒「益城・西原空港ライナー」実証運行開始、「のるーとUMEら
いん」運行開始 

情報・ICT 等の施策 
 【施策D】中型バス等 自動運転の導入検討（再掲） 
① 大型・中型自動運転バス実証実験を踏まえ、広域交通網の自動運
転導入 

② 自動運転技術の導入に向けた、道路、通信環境を整備 
③ 既存の公共交通資源（車両・バス停等）を活かした情報サービス
の高度化 

④ 上記①の実現に向け、自動運転導入基礎調査事業の実施 
（国土交通省、経済産業省等、スマートモビリティチャレンジ協
議会により実施中） 

 
【施策 F】公共交通ビッグデータが活用できる環境整備（再掲） 
① 移動しやすいまちづくりプロジェクト実現に向け公共交通のビ
ッグデータ活用 

GTFS、オープンデータ化の整備、促進（情報提供基盤の確立） 
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６．目標を達成するための施策 

〔安心なくらしづくりプロジェクトに関わる施策スケジュール〕 
 

 

 
 
 

 

プロジェクト R3 R4 R5 R6 R7 R8

【施策 1】町内の地域特性を踏まえたモビリティサービスの提供

①
飯野地区：都市拠点・地域拠点と集落を結ぶ需要に見合ったモビリティの導
入

②
福田地区：都市拠点・地域拠点へのアクセスを考慮した既存交通サービスの
高度化、黒石崎地区等への展開

③
津森地区：バス停までの移動（ラストワンマイル）を確保するモビリティの導
入、及び都市拠点・地域拠点と集落を結ぶ需要に見合ったモビリティの導入

④
その他：公共交通に地域旅客輸送サービスを含めた総動員モビリティサービ
ス提供

【施策 2】地域で支える交通まちづくり

① 公共交通以外に、地域で支える自助共助体制づくり

【施策 3】利用者に寄り添い、安心して過ごせる交通づくり

① 多様化するニーズを把握し、IoT・情報通信技術を活用した交通づくり

②
人だけでなく、モノの移動に配慮した交通体系の構築。交流人口の増加を見
据え、益城の良さを情報発信できるモビリティへの転換

【施策A】利用者の行動特性、多様なニーズの継続的な把握

①
公共交通だけではなく、行政経営を行う上での町民ニーズデータの継続収
集（まちの変化、緊急時における人流データの把握＝行政マーケティング実
施）

②
上記①のデータを活用した、多様な利用者に適正な情報提供を行う環境づ
くり

【施策B】生活・暮らしに必要な最適化された情報提供

①
行政・商業サービスの適正な広告、ＰＲ等情報提供サービス（ビッグデータ等
を活用し、町民等・個人ユーザー向けの情報最適化）

②
来訪者向け、観光情報、地場産品の情報提供・購入支援サービス（オンライン
による、来訪前の疑似体験等が可能な情報発信）

【施策C】公共交通利用等の予約決済サービス

①
最適化された公共交通サービスの運行情報確認、予約決済サービスの実施
（行政、交通、買い物、医療、教育等、すべての暮らしを繋ぐ「MaaS」の実現）

施策内容

安心なくらしづく
りプロジェクト

実証運行 本格運行

改善運行 ※R7年度にも改善

実証運行 本格運行

適宜関係者と調整

適宜関係者と調整

実証運行 本格運行

飯野地区乗合タクシー運行開始

福田地区乗合タクシー運行改善

津森地区乗合タクシー運行開始

AIオンデマンドバスシステム導入

（「のるーとUMEらいん」）

適宜関係者と調整（可能性について検討）

構想・検討（一部交通データは取得）

上記と併せ構想・検討

構想・検討（一部交通データは取得）

構想・検討（一部交通データは取得）

「のるーとUMEらいん」

実証運行開始

MaaSに向けて

継続取組

当初スケジュール通り/先行して推進している取組

（破線は運行等の継続運用を表す）

構想・検討・関係者調整等の取組
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６．目標を達成するための施策 

〔移動しやすいまちづくりプロジェクトに関わる施策スケジュール〕 
 

 
 
 
 

 

プロジェクト R3 R4 R5 R6 R7 R8

【施策 4】熊本市ー益城間の交通の維持・継続

① 国の地域公共交通特定事業を活用

②
県の地域公共交通関連計画と連携し、広域交通網を維持・継続
 →木山産交～熊本市街地・熊本駅系統を幹線系統として計画に位置づけ

③
阿蘇くまもと空港、益城熊本空港IC等、広域拠点を結ぶ交通の維持・継続
 →阿蘇くまもと空港と、熊本市－益城を繋ぐ空港アクセス交通の維持・継続
 →県外各都市と益城を繋ぐ高速バスの維持・継続

【施策 5】新たなまちの将来都市像を支える路線への見直し

①
木山都市拠点・惣領地域拠点・複合防災拠点に移動しやすい路線バスの見直
し

②
既成市街地や新住宅エリア、災害公営住宅のコミュニティ醸成に向けたモビ
リティの導入

③ 産官学広域連携拠点と都市拠点を結ぶ地域内交通の導入

④
上記の拠点を結ぶマルチモーダル・総合交通体系の構築（高速バスネット
ワークを含めた交通体系の構築）

⑤ 町内外の交通の結節点であり、にぎわいを生む交通広場の整備

【施策D】中型バス等　自動運転の導入検討

① 大型・中型自動運転バス実証実験を踏まえ、広域交通網の自動運転導入

② 自動運転技術の導入に向けた、道路、通信環境を整備

③ 既存の公共交通資源（車両・バス停等）を活かした情報サービスの高度化

④
上記①の実現に向け、自動運転導入基礎調査事業の実施（国土交通省、経済
産業省等、スマートモビリティチャレンジ協議会等により実施中）

【施策E】AIを活用したデマンド交通の導入検討

① 市街地内に導入するモビリティへのAI活用の実証実験

② AI活用型交通サービスの導入に向けた、通信環境の整備

③ 上記①の実現に向け、AI活用型交通サービス導入基礎調査事業の実施

【施策F】公共交通ビッグデータが活用できる環境整備

①
移動しやすいまちづくりプロジェクト実現に向け公共交通のビッグデータ活
用GTFS、オープンデータ化の整備、促進（情報提供基盤の確立）

移動しやすいま
ちづくりプロジェ
クト

施策内容

国庫補助を活用（確保維持改善事業）

県の補助を活用

維持・継続

実証運行 本格運行

「のるーとUMEらいん」運行開始により実現

実証運行 本格運行

「のるーとUMEらいん」運行

（小峯木山コミュニティバス運行）

実証運行

「益城・西原空港ライナー」実証運行

上記公共交通等を組み込みながら

順次取り組み実施

木山交通広場

供用開始

導入可能性について検討

整備可能性について検討

高度化可能性について検討

技術・社会動向について継続確認

実証運行 本格運行

AIオンデマンドバスシステム導入

（「のるーとUMEらいん」）

システム整備 順次改善

AIオンデマンドバスシステム整備

協議

AIオンデマンドバスシステム検討

データ整備検討

継続整備

当初スケジュール通り/先行して推進している取組

（破線は運行等の継続運用を表す）

構想・検討・関係者調整等の取組



 

53 

６．目標を達成するための施策 

〔歩きやすいまちづくりプロジェクトに関わる施策スケジュール〕 
 

 

 
 
 

 

プロジェクト R3 R4 R5 R6 R7 R8

【施策 6】公共交通の利用が楽しい益城の交通づくり

①
町民グラウンドや総合運動公園、ミナテラスへの移動を支えるモビリティの
導入

② 路線バスと自転車の結節機能の充実（駐輪場整備）

③ 公共交通の利用が“楽しい”に意識転換を促す公共交通環境づくり

【施策 7】公共交通利用にシフトした歩行空間の形成・充実

① SDGsの達成、脱炭素社会に向けた公共交通を軸にした交通体系づくり

②
公共交通＋小型モビリティを利用しやすい道路、まちづくりの推進（上記①
②の実現を見据えた、公共交通利用環境の高度化）

【施策G】小型モビリティ等　自動運転の導入検討

① 小型モビリティ自動運転の導入による歩車共存空間の形成

② 自動運転技術の導入に向けた道路、通信環境を整備

③
上記①の実現に向け、自動運転導入基礎調査事業の実施（国土交通省、経済
産業省等、スマートモビリティチャレンジ協議会等により実施中）

【施策H】まちなかでおでかけ中に、最適なモビリティの情報提供

①
利用者の移動を最適化し、適正なモビリティサービス情報提供（ビッグデー
タ等を活用し、町民等・個人ユーザー向けに最適なモビリティ情報を維持提
供）　車両・バス停等の高度化（デジタルサイネージ等）による情報提供

歩きやすいまち
づくりプロジェク
ト

施策内容

実証運行 本格運行

「のるーとUMEらいん」運行開始

県道熊本高森線沿線における駐輪場整備

計画策定 県道拡幅事業にあわせて用地取得・整備

キャンペーン事業等を通じて

意識転換を促す取組を順次実施

施策1・5・6と連携した構想・検討

施策1・5・6と連携した構想・検討

構想・検討

構想・検討

技術・社会動向について継続確認

木山交通広場

での導入
他所での

導入検討

当初スケジュール通り/先行して推進している取組

（破線は運行等の継続運用を表す）

構想・検討・関係者調整等の取組
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６．目標を達成するための施策 

各種施策の実施スケジュール 
〔環境・人にやさしいまちづくりプロジェクトに関わる施策スケジュール〕 
 

 
 
 
 

 

プロジェクト R3 R4 R5 R6 R7 R8

【施策 8】脱炭素社会に向け、地球にやさしい交通サービスの提供

① SDGsの実現、脱炭素社会に向けた環境にやさしい車両・設備を導入

② 新たな交通体系に合わせ、公共交通への利用転換・促進

③ 益城の未来をつくる、子どもたちへの公共交通教育の展開

【施策 9】誰でも利用できる、人にやさしい交通サービスの提供

① 高齢者、障がい者、子どもたちなど、誰でも使える公共交通利用環境づくり

② 益城へ訪れた人、誰もが迷わず乗れる公共交通の利用環境づくり

③
混雑して座れない・乗れないゼロを目指した運行状況の見える化づくり（新
型コロナウイルス感染拡大を機に新たな生活様式を想定した施策）

【施策Ｉ】公共交通利用を促進させる環境指標の可視化

①
町民等のSDGsや脱炭素社会への参画を促すための付加価値、仕組みづく
り

② 環境負荷軽減による貢献度の可視化

【施策Ｊ】IoTを普及促進するための教育プログラムの構築

①
SDGsや脱炭素社会についての理解を深め、また、周知を図るためのオンラ
インサロン・教育サロンの実施

【施策Ｆ】公共交通ビッグデータが活用できる環境整備（再掲）

①
移動しやすいまちづくりプロジェクト実現に向け公共交通のビッグデータ活
用 GTFS、オープンデータ化の整備、促進（情報提供基盤の確立）

【施策Ｈ】まちなかでおでかけ中に、最適なモビリティの情報提供（再掲）

①
利用者の移動を最適化し、適正なモビリティサービス情報提供（ビッグデー
タ等を活用し、町民等・個人ユーザー向けに最適なモビリティ情報を維持提
供）　車両・バス停等の高度化（デジタルサイネージ等）による情報提供

【施策Ｃ】公共交通利用等の予約決済サービス（再掲）

①
最適化された公共交通サービスの運行情報確認、予約決済サービスの実施
（行政、交通、買い物、医療、教育等、すべての暮らしを繋ぐ「MaaS」の実現）

環境・人にやさし
いまちづくりプロ
ジェクト

施策内容

関係機関と調整しながら検討

チラシ等

情報更新

適宜タイミングで周知実施

（キャンペーン等も併せて実施）

木山交通広場

供用開始時に周知 継続展開

バス停のベンチ設置等の順次実施

町内公共交通マップの整備・更新

（「のるーとUMEらいん」導入にあわせて）

可能性について検討

手法等について継続検討

①と併せて継続検討

（公共交通利用者数は継続把握）

手法等について継続検討

データ整備検討

木山交通広場

での導入
他所での

導入検討

「のるーとUMEらいん」

実証運行開始

MaaSに向けて

継続取組

当初スケジュール通り/先行して推進している取組

（破線は運行等の継続運用を表す）

構想・検討・関係者調整等の取組
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６．目標を達成するための施策 

〔強靱なまちづくりプロジェクトに関わる施策スケジュール〕 
 

 

 
 

 

プロジェクト R3 R4 R5 R6 R7 R8

【施策１０】災害の教訓を活かし、命を守る公共交通づくり

① 公共交通車両等を活かした防災設備の導入

② 災害時に災害情報が得られるよう、バス停等の高度化の推進

【施策１１】災害発生時において運行可能な強靭な公共交通づくり

① 地域防災計画等と連動した公共交通ＢＣＰ・運行マニュアルの更新

② 緊急時に運行可能な官民連携による体制づくり

【施策Ｋ】熊本地震の経験を活かし、公共交通運行継続可能な情報収集・提供

①
災害発生時にも強い情報発信環境づくり（官民連携した統一的なデータプ
ラットフォームの構築等）

②
災害発生時における公共交通運行情報の提供。災害発生時における適正な
ルート整備、輸送力の確保（熊本地震の経験を活かす）

施策内容

強靭なまちづくり
プロジェクト

導入について検討

高度化について検討

「益城町業務継続計画」において運用・継続的に見直し

「益城町業務継続計画」に沿いながら

関係者と継続的に協議

関係者と継続的に協議・検討

関係者と継続的に協議・検討

当初スケジュール通り/先行して推進している取組

（破線は運行等の継続運用を表す）

構想・検討・関係者調整等の取組
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６．目標を達成するための施策 

〔交流人口拡大プロジェクトに関わる施策スケジュール〕 
 

 
 
 

 

プロジェクト R3 R4 R5 R6 R7 R8

【施策１２】大規模集客施設等へ接続した公共交通サービスの導入

① 大規模集客施設（グランメッセ熊本等）への経由・接続の見直し

②
その他（コワーキングスペース等）への新たな需要を想定した交通サービス
の導入

【施策１３】阿蘇くまもと空港、高速バス利用増を見据えたアクセス交通の強化

①
阿蘇くまもと空港のリニューアル、産官学連携拠点の整備後を見据えた交通
体系づくり  熊本駅、高速バス停等、交流人口拡大施策と連動したアクセス交
通の導入

【施策D】中型バス等 自動運転の導入検討（再掲）

① 大型・中型自動運転バス実証実験を踏まえ、広域交通網の自動運転導入

② 自動運転技術の導入に向けた、道路、通信環境を整備

③ 既存の公共交通資源（車両・バス停等）を活かした情報サービスの高度化

④
上記①の実現に向け、自動運転導入基礎調査事業の実施（国土交通省、経済
産業省等、スマートモビリティチャレンジ協議会等により実施中）

【施策F】公共交通ビッグデータが活用できる環境整備（再掲）

①
移動しやすいまちづくりプロジェクト実現に向け公共交通のビッグデータ活
用 GTFS、オープンデータ化の整備、促進（情報提供基盤の確立）

交流人口拡大プ
ロジェクト

施策内容

実証運行 本格運行

「のるーとUMEらいん」運行

実証運行 本格運行

「のるーとUMEらいん」運行

（小峯木山コミュニティバス運行）

実証運行 本格運行

実証運行「益城・西原空港ライナー」実証運行

導入可能性について検討

整備可能性について検討

高度化可能性について検討

技術・社会動向について継続確認

データ整備検討

当初スケジュール通り/先行して推進している取組

（破線は運行等の継続運用を表す）

構想・検討・関係者調整等の取組
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７．計画の推進体制 

７．計画の推進体制 
７－１．関係する主体と基本的な役割 

本計画を進めるに当たっては、交通政策基本法の第 6 条（連携等による施策の推進）にのっとり、「町民」

「行政」「交通事業者」が連携し、一体となって、計画目標の達成に向けて取り組む必要があります。それぞれ

の役割分担を明確にし、新たな交通体系を構築していきます。 

 

交通政策基本法 第 6 条 連携等による施策の推進 

交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実現その他の観点を踏まえ、当該施策相互

間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りながら、国、地方公共団体、運輸事業その他交

通に関する事業を行う者、交通施設の管理を行う者、住民その他の関係者が連携し、及び協働し

つつ、行われなければならない 

 

 

主  体 役  割 関連法等 

町民 
交通サービスを享受するだけではなく、主体的に公共交通

に関わり、他の主体とともに連携・協働し取り組む。  

交通政策基本法  

第11条 

行政 
計画全体のコーディネート役として、管理を行うとともに、

公共交通の維持・改善の取り組みを行う。  

交通政策基本法  

第9条 

交通事業者 
事業経営・交通運営の主体として、路線・ダイヤ・運行形態

等の検討を行うとともに、情報提供・発信を行う。  

交通政策基本法  

第10条 

関係機関 行政や交通事業者等と連携した取り組みの検討を行う。  
地域公共交通の活性

化及び再生の促進に

関する基本方針  

第2条第２項第３号 
有識者 

本計画に示す施策・事業の実施方針等について助言を行

う。  

国・県 
全体的な統括の視点から、計画の推進について助言等を

行うとともに、監査的な判断を行う。  

交通政策基本法  

第８条、第９条 

道路管理者 

交通管理者 

道路行政の視点から公共交通運営の正当性・妥当性につ

いて判断する。 

交通政策基本法  

第１０条 

 

７－２．計画の推進・管理体制 
本計画は、以下に示す推進・管理体制のもと、計画全体の推進及び事業の進捗状況等について適切に管

理し、着実な推進を図ります。 

 

 

 益城町地域公共交通会議 

構成員 益城町、町民代表、学識経験者、交通事業者、道路管理者、庁内関係課 等 

役割 短期的な見直し・改善や中・長期的なプロジェクト等を継続的に検討する。 

 

■推進・管理体制 

■関係する主体と基本的な役割 
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７．計画の推進体制 

７－３．計画の推進方法 
本計画は、目標及びその数値指標並びに各施策のＫＰＩ12（重要業績指標）を設定し、これらの達成状況を

見ながら、計画の進捗状況を管理していきます。 

令和 7 年度に中間時点での評価を行い、継続して取り組むべき課題の整理（計画の中間見直し）を行い

ます。その上で、令和 8 年度に最終的な評価を行い、次期計画策定を進めていきます。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値指標及びＫＰＩの目標値は、計画期間中（令和 8 年度まで）に達成するものですが、毎年度 1 月頃に

開催する益城町地域公共交通会議にて前年の実施事業の評価とあわせて達成状況を確認します。 

また、毎年度 6 月頃に開催する公共交通会議においては、前年度の事業及び数値指標・ＫＰＩの達成状況

や地域要望等を踏まえて事業年度に推進する施策を整理し、当該事業年度の方向性を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
12 KPI：Key Performance Indicatorの略。組織において、個人や部門の業績評価を定量的に評価するための指標。達成すべき目標に
対し、どれだけの進捗がみられたかを明確にできる指標が選択される。重要業績評価指標。重要業績指標。 

計画の推進ＰＤＣＡ 

事業の推進ＰＤＣＡ 

R7一部改訂 



 

 

 
 
 

実施主体 運行系統名 起点 経由地 終点 運行の態様 補助事業の活用 役割

益城町（運行は交
通事業者に委託）

福田地区デマンド型
乗合タクシー 福田地区 区域運行 フィーダー補助

交通不便地域である福田地区および下陳地域において、高
齢者等の通院や買い物等の日常生活に必要不可欠な移
動手段を確保する役割をもつ。
地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル（熊本
市）」系統の木山産交バス停、木山上町及び惣領バス停と
地区を接続する。

益城町（運行は交
通事業者に委託）

AIオンデマンドバス
のるーとUMEらいん

広安地区および
木山地区 区域運行 フィーダー補助

交通不便地域である広安地区および木山地区において、地
域住民の日常生活に必要不可欠な移動手段を確保する役
割をもつ。
地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル（熊本
市）」系統のバス停と地区を接続する。

・上記系統については、地域公共交通確保維持改善事業を活用し、継続的な運行を維持する必要があるものをまとめたもの。

補助系統に係る事業の概要や役割等を示した一覧表



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益 城 町 地 域 公 共 交 通 計 画 

発行日  令和 3 年 3 月 （令和 8 年 3 月一部改訂） 

作 成  益 城 町 
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